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はじめに 

 

１ 目的 

地震等の大規模な自然災害や事故等により、多数の傷病者が発生するような場合、佐賀

県地域防災計画（風水害対策編、地震・津波災害対策編）に定める「医療活動」による対

応を行うこととされています。 

 

このような中、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震の教訓を参考とし、災害

時の医療救護活動を迅速かつ円滑に行うため、標準的な活動マニュアルを策定しました。 

 

今後、医療従事者（医療チーム、関係団体）及び行政職員が本マニュアルを共有し、災

害時には、佐賀県地域防災計画、本マニュアル等に基づき、活動を行うこととします。 

 

 

２ 本マニュアルと他のマニュアル等との関係 

大規模災害においては、多数傷病者への対応等の医療救護活動や保健・衛生等の公衆衛

生活動が必要となります。 

 

本マニュアルは、災害発生直後の急性期から亜急性期までの間、医療チーム等によって

実施される『医療救護活動の指針』となるものです。 

 

なお、佐賀県においては平成３１年１月に「佐賀県健康福祉部災害時保健医療活動要領」

を定め、県内において大規模災害が発生し佐賀県災害対策本部が設置された場合において、健

康福祉部長が傷病者の数、避難者の数、避難期間等から保健医療活動の総合調整を行う必要が

あると判断したときは、 

１）健康福祉対策部内に保健医療調整本部を設置する。 

   ２）保健医療調整本部が設置されたときは、災害発生地を管轄する保健福祉事務所（保健

所）又はそれに代わる場所に、現地保健医療調整本部を設置し、 

対応にあたることとしたので、本要領も併せて参照ください。 

 

  最後に、本マニュアルは、災害の規模として県内震度６強以上程度の大規模災害等を想

定しています。 

また、あくまで基本的な行動をまとめているものであり、災害の状況次第では現場にお

いて本マニュアルで定めていない臨機応変な対応が必要な場面もありえます。 
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３ 災害医療体制図 

 

 

 

４ 医療救護の推移 

 

 

 

 



- 5 - 
 

５ 災害対応の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災（震度６強の場合） 

～72 時間 

～1 時間 

【情報収集に全力を上げつつ、人命優先に活動する時期】 
◇地震、津波の情報伝達 
◇防災活動体制の確立（職員参集、災害対策本部の設置、  通
信手段・車両・燃料の確保） 
◇災害情報の収集・連絡、国への被害状況報告 
◇人命救助活動、初期消火活動、医療機関における医療活動、
警備活動 
◇避難所の設置、学校における生徒の安全確保 
◇自衛隊への出動準備要請、派遣要請、連絡調整 
◇広報活動（被害情報・避難所情報など住民への情報提供、知
事等の緊急メッセージ発出） 

～24 時間 

【人命救助を本格化するとともに、被災者支援を開始する時期】 
◇自衛隊の派遣部隊の受入れ、活動用資機材の準備 
◇応援要請（国の機関等への応援要請、緊急消防援助隊の派遣
要請、警察災害派遣隊の派遣要請、応援協定に基づく各種の
応援要請） 

◇救急救命医療活動等の確保・支援、災害派遣医療チーム（Ｄ
ＭＡＴ等）の派遣要請、人工透析受療の確保、医薬品・医療
資機材の調達、医療施設の応急復旧） 

◇行方不明者の捜索 
◇被災者相談窓口の設置 
◇輸送ルートの確保、道路・海上交通の応急復旧 
◇避難所情報の把握、食料・飲料水・生活必需品の物資の調達
及び供給 
◇ボランティアセンターの設置 
◇外国人対策、帰宅困難者対策 
◇災害対策用機材・復旧資材等の調達、公共施設等の応急復旧 
◇孤立地域対策（通信手段の確保、救助活動、緊急物資の輸送） 
◇避難所へ仮設トイレの設置・し尿処理 
◇災害救助法の適用       ◇遺体の一時安置所の確保 
◇義援物資・義援金の受付窓口設置、希望物資の情報提供 
◇被災者等の健康管理、食品衛生管理 
◇被災建築物の応急危険度判定、被災宅地の危険度判定 

【被災者の生活再建に向けた対策を開始する時期】 
◇義援金の受入 
◇義援物資の受入、仕分け、配分 
◇ボランティアの受入 
◇学校施設の応急復旧、応急教育の実施 
◇疫学調査、健康診断、被災地への防疫処理 
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※ 災害の進展状況に応じ柔軟に対応を変える必要があることに留意が必要。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～1 週間 

～1 か月 

【本格的な被災者の生活再建が行われる時期】 

◇応急仮設住宅の建設 

◇被災生徒等への授業料免除等の支援 

◇教育の再開 

◇義援金の配分 

◇被害者生活再建支援法の適用

【被災者の生活再建に向けた対策を本格化する時期】 

◇公営住宅等の提供、被災住宅の応急修理 

◇被災者の心のケア 

◇医療、住宅、融資等の相談窓口の確立 

◇遺体の検視、身元確認、火葬 

◇災害廃棄物（ガレキ等）の処理 
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６ 用語解説 

【あ】 

アセスメント 

得られた情報から物事を客観的に評価することであり、災害時においては、主に避難所又は

医療機関等の被害状況、被災者の生活環境、医療ニーズ及び医療資源の調査等を行うことに用

いる。 

 

【い】 

医療救護活動 

被災者に対する医療活動で、救護所、避難所、病院、診療所等で実施される。また、避難所

での医療活動や巡回診療、医療活動に付随して必要な医薬品の供給輸送なども医療救護活動に

含む。 

 

医療チーム 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、全国知事会救護班、日赤救護班、医師会救護班、日本医

師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、歯科医療救護班、

その他の医療救護班、災害医療を行う全ての医療チームを指し、災害支援薬剤師、災害支援ナ

ース、大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（ＪＲＡＴ）等も含む。 

 

【き】 

基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院の機能、県全域の災害拠点病院の機能を強化するための訓練・研修機能を

有する病院であり、県が災害時の医療体制を確保するため指定した病院のこと。佐賀県は佐賀

大学医学部附属病院及び佐賀県医療センター好生館を指定。 

 

救護所 

多数の負傷者が一度に発生した場合等に、これらの負傷者に対応するため、一義的に市町が

開設するもの。 

 

【け】 

県災害医療コーディネーター 

災害時に県庁に出務し、県全体の医療チームの配置調整や傷病者の受入先の調整等を担う医

師のこと。 

 

県災害薬事コーディネーター 

災害時に県庁に出務し、「県災害医療コーディネーター」を薬学的な見地からサポートする

とともに、医薬品等の供給や薬剤師の派遣等の調整を行う薬剤師のこと。 
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【こ】 

広域医療搬送 

国が各機関の協力の下、自衛隊機等の航空機を用いて対象患者を被災地内の航空搬送拠点か

ら被災地外の航空搬送拠点まで航空搬送する医療搬送をいう。また、広域医療搬送は、被災地

域及び被災地域外の民間や自衛隊の空港等に航空搬送拠点を設置して行う。 

 

航空搬送拠点 

広域医療搬送を実施するため、適用となる患者を被災地域内の各災害拠点病院等から参集さ

せるための中継拠点。拠点には航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）が設置され、広医療搬送

に備えて患者の安定化処置等が実施される。また、被災県の支援に入る他県のＤＭＡＴ等の参

集拠点ともなる。 

 

航空搬送拠点臨時医療施設 ⇒【Ｓ】 ＳＣＵ 

 

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局 

平時にはＤＭＡＴの養成や運用方法等の検討を行いながらＤＭＡＴの体制整備を行い、また、

災害時においては、全国レベルでのＤＭＡＴ活動の総合調整を行う。また、被災地内で活動す

るＤＭＡＴの運用について県医療救護調整本部と連携するほか、必要に応じて、ＤＭＡＴ県調

整本部の支援に入る。 

 

【さ】 

佐賀県保健医療調整本部／佐賀県現地保健医療調整本部 

保健医療調整本部は、県災害対策本部健康福祉対策部内に設置され、災害時の医療救護及び

保健衛生に関する情報共有や活動方針等を調整する。現地保健医療調整本部は、保健医療調整

本部の下で保健福祉事務所に設置され、所管管内における医療救護及び保健衛生に関する情報

共有や活動方針等を調整する。 

 

佐賀県災害対策本部（県災対本部）／佐賀県現地災害対策本部（現地本部） 

佐賀県が、災害が発生又は発生することが予測される場合に設置される災害対策全般を統括

する本部。本部は、知事を本部長として佐賀県庁新館４階危機管理センターに置き、現地災害

対策本部は、副知事を本部長とする。 

 

佐賀県地域防災計画 

災害対策基本法第40 条に基づき、知事が佐賀県防災会議に諮り、防災のために必要な予防、

応急対策及び復旧について定めた計画である。 

 

佐賀県ＤＭＡＴ 

国の主催する日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームで、本県の医療機関に所属するチームをい

う。日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームは全国レベルでの医療救護活動を前提としている。自
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然災害や交通災害等が発生した場合に、佐賀県ＤＭＡＴ運営要綱に定める出動基準に基づき、

県は佐賀県ＤＭＡＴの派遣を要請することができる。 

 

佐賀県ＤＭＡＴ指定病院 

ＤＭＡＴチームを保有し、ＤＭＡＴ派遣に関する佐賀県との協定を交わした病院のこと（8

施設を指定している（平成30年10月現在））。 

 

災害処方箋 

救護所や避難所等で医療チームなどが使用する処方箋であり、救護所や避難所等での円滑な

調剤業務の確保を行う。 

 

災害診療記録 

救護所や避難所等で医療チームなどが使用する診療記録であり、患者本人に交付し携行させ

ることで、災害時の診療履歴を患者本人が管理できる。また、医療チームが替わっても、患者

本人が別の避難所等に移動しても、携行している災害時診療記録で診療履歴を把握することが

できる。 

 

災害時小児周産期リエゾン 

災害時に災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、小児・周産期医療に関する調整

を行う医師のこと。 

 

【せ】 

全国知事会救護班 

全国知事会は、災害時に、被災県からの要請に基づき、都道府県ごとに編成される都道府県

救護班を派遣し、都道府県救護班は、避難所等での診療、健康管理活動などを行う。 

 

【ち】 

地域医療搬送 

被災地内外を問わず、都道府県、市町村及び病院が、各防災関係機関の協力を得て、ヘリプ

ター、救急車等により患者を搬送する医療搬送（県境を越えるものも含む。）であって、広域

医療搬送以外のものをいう。また、災害現場から被災地域内の医療機関への搬送、被災地域内

の医療機関から近隣地域への搬送、被災地域内の医療機関からＳＣＵへの搬送及び災地域外の

ＳＣＵから医療機関への搬送を含む。 

 

地域災害医療コーディネーター 

災害時に保健福祉事務所等に出務し、保健福祉事務所管轄区域内の医療チームの配置調整や

傷病者の受入先の調整等を行う医師のこと。 

 

地域災害薬事コーディネーター 
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災害時に保健福祉事務所に出務し、保健福祉事務所管轄区域内の薬局の稼働状況等の情報収

集のほか医薬品等の需給調整や管轄区域内の薬剤師の配置調整など薬事的分野を担うことで

「地域災害医療コーディネーター」をサポートする薬剤師のこと。 

 

地域災害拠点病院 

地域災害拠点病院とは、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療

機能、被災地からの一時的な重症傷病者の受入れ機能、ＤＭＡＴ等の受入れ・派遣機能、傷病

者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、地域の医療機関への応急用資機材の貸出

し機能を有し、県が指定した病院のこと。佐賀県は6病院を指定（平成30年10月現在）。 

 

【と】 

統括ＤＭＡＴ 

厚生労働省が実施する統括ＤＭＡＴ研修を修了し、厚生労働省に登録されたＤＭＡＴ隊員（医

師）で、平時にはＤＭＡＴに関する研修・訓練及び県の災害医療体制に関する助言を行い災害

時においては、各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する資格を有する者。 

 

ドクターヘリ 

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成１９年６月２７

日法律第１０３号）に基づき、厚生労働省のドクターヘリ導入促進事業により都道県等の救急

医療政策の一環として運用されている医師及び看護師又は救急救命士を搭乗させたヘリコプタ

ーであり、災害時には、災害時のドクターヘリ運航要領等に基づき、必要に応じてＤＭＡＴの

活動支援に活用することができる。佐賀県では、佐賀大学医学部附属病院に配備。 

 

トリアージ／トリアージタッグ 

トリアージは、災害時に多くの患者が発生したとき、その中から早期に治療を要する重症患

者を発見し、早期に適切な治療を行うことで、より多くの人命を救うために実施する判定で、

トリアージタッグを用いて行う。 

救護所や病院などの受入時点では多くの患者に対応できる、START 方式を実施する。収容先

で二次的なトリアージを行う場合は、生理学的かつ解剖学的評価を行うPAT 法など宜必要な方

法で実施する。 

 

【に】 

日赤救護班 

日本赤十字社は、災害時に、発災直後から都道府県支部ごとに編成される日赤救護班を派遣

し、日赤救護班は、救護所の設置、避難所等での診療、こころのケア活動などを行う。 

 

日本ＤＭＡＴ 

厚生労働省が実施する日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームで、医師、看護師、業務調整員（医

師、看護師以外の医療職及び事務職員）で構成されており、大規模災害や多数の傷病が発生し
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た事故などの急性期に活動できる機動性を持ち、専門的な訓練を受けた医療チーム。佐賀県の

病院に所属するものは「佐賀ＤＭＡＴ」という。 

 

【ひ】 

避難所 

災害時に生活基盤を喪失又は帰宅が困難となった住民が一時的に生活する場所が避難所であ

り、原則として市町が設置・運営する。 

 

【ろ】 

ロジスティクス 

ＤＭＡＴの活動に関わる通信、移動手段、医薬品、生活手段等の確保、活動に必要な連絡調

整、情報収集等。ＤＭＡＴの一員としてのロジスティック担当者（業務調整員）及びＤＭＡＴ

ロジスティックチームがロジスティクスを担う。 

 

【Ｄ】 

ＤＭＡＴ（ディーマット） 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とは、Disaster Medical Assistance Team の略で、大地震

及び航空機・列車事故といった大規模災害の急性期に、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を

行う専門的な訓練を受けたチームのこと。 

 

ＤＰＡＴ（ディーパット） 

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）とは、Disaster Psychiatric Assistance Team の略で、

自然災害や犯罪事件、航空機事故等の集団災害が発生した場合に、被災地域で精神科医療提供

や精神保健活動の支援等を行う専門的な研修・訓練を受けたチームのこと。 

 

ＤＨＥＡＴ（ディヒート） 

災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）とは、Disaster Health Emergency Assistance 

Team の略で、災害時において地方公共団体の保健医療行政の指揮調整機能等を応援するため、

専門的な研修・訓練を受けた都道府県等の職員により構成された応援派遣チームのこと。 

 

【Ｅ】 

ＥＭＩＳ（イーミス） 

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、Emergency Medical Information System

の略で、災害時の迅速かつ適切な医療救護活動を支援するため、医療機関の被害情報や患者受

入れ情報をはじめ、診察状況など災害医療に関する情報を収集・提供し、行政や医療関係機関

等と共有するシステムのこと。 

 

【Ｊ】 

ＪＭＡＴ（ジェイマット） 
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日本医師会は、災害時に、被災地の医師会からの要請に基づき、都道府県医師会ごとに編成

されるＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）を派遣し、ＪＭＡＴは、避難所等での診療、健

康管理活動などを行う。ＪＭＡＴのうち、佐賀県のＪＭＡＴチームは「ＪＭＡＴ佐賀」という。 

 

【Ｍ】 

ＭＡＴＴＳ（マッツ） 

Medical Air Transport Tracking System の略。ＥＭＩＳのメニューのひとつである広域医

療搬送患者管理システムのことであり、被災地内から搬送される広域医療搬送対象患者の情報

を管理するシステム。最終的にどの病院に運ばれたかも追跡可能である。各機関及びＤＭＡＴ

の活動拠点から閲覧可能となっている。 

 

【Ｐ】 

ＰＡＴ法（パットほう) 

トリアージの方法の一つで、Physiological and Anatomical Triage の略。医療機関が治療

に際して二次的なトリアージを行う場合に、START 方式で区分された重症患者等を、さらに生

理学的かつ解剖学的評価による詳細な状態観察でトリアージする手法の一つ。 

 

【Ｓ】 

ＳＣＵ（エスシーユー） 

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）とは、Staging Care Unit の略で、大規模災害時の航

空機による広域医療搬送や地域医療搬送に際し、患者の症状の安定化や搬送を行う救護所とし

て、被災地域及び被災地域外の空港や自衛隊基地などに設置される施設のこと。 

 

ＳＴＡＲＴ法（スタートほう） 

トリアージの方法の一つで、Simple Triage and Rapid Treatment の略。救助者に対し傷病

者の数が特に多い場合に対し、判定基準を出来るだけ客観的かつ簡素にした判定方法である。

あくまでも重症、中等症、軽症、死亡または救命の見込みなしのいずれかへ区分するものであ

り、詳細な状態観察とトリアージが搬送先で継続されることを前提としている。 
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１ 設置及び運営体制 

（１） 設置の基準 

ア 県医務課は、県災害対策本部（以下「県災対本部」という。）が設置された場合は自

動的に医療救護活動を開始します。ただし、医務課長が、必要と認める場合は、県災対

本部の設置を待たずに医療救護活動を開始します。 

 

（２） 県医務課の体制と連絡方法 

ア 県医務課の災害時の体制は下図のとおりとします。 
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 イ 県医務課の初動参集基準は以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 県医務課は、保健医療調整本部のほか、保健福祉事務所や県災対本部、災害拠点病院、

薬務課等関係機関との連絡調整を行いますが、その基本的な連絡ルートは次の図のとお

りとします。ただし、現場の必要に応じて柔軟に対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 連絡方法は、口頭、電話、ＥＭＩＳ、電子メール、電話、衛星携帯電話、防災行政無

線などあらゆる手段をもって行うが、指示や要請などの情報を伝達するときは、可能な
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限りファックス等の紙媒体に残せる手段を使用します。ファックス等が使えない場合は、

防災行政無線や衛星携帯電話等で連絡し、正確に聴き取ります。 

 

（３） 各班等の役割分担 

 

責任者【医務課長】 

ア 佐賀県災害派遣医療チーム運営要綱第６条の基準に基づき、佐賀県ＤＭＡＴの派遣を

要請します。 

 

 イ 佐賀県ＤＭＡＴのうち、統括ＤＭＡＴの中から１名の県庁への登庁を要請します。 

 

 ウ 健康福祉対策部又は保健医療調整本部との調整を行います。 

 

 エ 日本赤十字社佐賀県支部へ、県庁へのリエゾン派遣を要請します。 

 

 オ ＪＭＡＴ（ＪＭＡＴ佐賀含む。）、歯科医療救護班、災害支援ナース、その他の医療

救護活動団体への派遣を要請します。 

 

医療企画担当副課長 

ア 医務課内各対策班の取りまとめを行います。 

 

イ 医務課内の人員配置の調整及び交代要員確保など、業務の推進に係る調整を行います。 

 

①  総括班（医療企画担当） 
ア 医務課長が判断する要請に係る具体的連絡調整を行います。 

 

イ ＥＭＩＳでの情報入力を医療機関に依頼します。また、入力された情報を確認すると

ともに、未入力の医療機関が無いように努めます。 

   なお、ＥＭＩＳでの情報収集については、一義的に保健福祉事務所で行います。 

 

 ウ 災害対策本部に集まる災害情報等を収集し、対策を企画立案するための情報を整理し

ます。なお、特に災害拠点病院の被災状況等には注意します。 

 

 エ ＤＭＡＴ調整本部が設置された場合、ＤＭＡＴ調整本部との調整を行います。また、

その場合におけるＤＭＡＴ調整本部活動場所の確保を行います。 

 

 オ 保健医療調整本部が設置された場合、保健医療調整本部へ人員を派遣します。 

   また、この場合、県災害医療コーディネーターの保健医療調整本部への出動を要請し

ます。 
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 カ 日本赤十字社佐賀県支部、佐賀県看護協会等の医療救護活動組織への要請及び日本赤

十字社佐賀県支部、佐賀県看護協会等からのリエゾン派遣に係る連絡・調整を行います。 

 

②  ドクターヘリ調整班 
 ア 佐賀県ドクターヘリの所属である佐賀大学医学部附属病院と連絡を取りつつ、福岡県

や長崎県との相互応援協定に基づく要請を判断します。 

 

 イ 患者搬送のため、他のヘリとの運航調整が必要な場合には、県災害対策本部に設置さ

れる航空運用調整班との連携を密にします。 

また、ＤＭＡＴ調整本部との連携も密にします。 

 

③  小児・周産期班 
ア 被災地等における小児・周産期医療ニーズの情報収集・発信及び災害急性期における

母体・新生児等の受入医療機関や搬送の調整を行います。 

 

 イ 小児については、佐賀大学医学部附属病院、佐賀県医療センター好生館、ＮＨＯ佐賀

病院、唐津赤十字病院、ＮＨＯ嬉野医療センターと連携します。 

 

 ウ 周産期については、佐賀大学医学部附属病院、佐賀県医療センター好生館と連携しま

す。 

 

 エ 保健医療調整本部（県災害医療コーディネーター含む。）との連携を図りながら、必

要に応じ、佐賀大学医学部附属病院等から、小児・周産期リエゾンの保健医療調整本部

への出動を要請します。 

 

④  連絡班 
ア 医務課執務室で、外部からの問い合わせ対応を行います。 

 

イ 外部からの連絡のうち、必要な情報については、他班へ報告します。 

 

 

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達 

（１） 情報収集 

ア 総括班は、医務課の初動参集基準に該当する場合には、ＥＭＩＳを災害モードに切り

替え、各医療機関に院内状況の入力を要請します。 

  その際、医療機関がＥＭＩＳによる情報入力が困難な場合には、保健福祉事務所へ共

通様式１-１（代行入力：緊急時）・共通様式１-２（代行入力：詳細情報）・共通様式１-３
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（医療救護活動状況報告）による報告を併せて要請します。 

 

 イ 総括班は、必要に応じ保健福祉事務所と協力しながら、以下の情報について収集しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 関係機関への情報提供 

ア 収集した情報は、関係課はもちろん、以下の関係機関へ情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 支援要請への対応 

（１） 対応の流れ 

ア 総括班は、収集した情報をもとに自ら必要と判断する場合、又は保健福祉事務所を通

じて支援要請があった場合、関係機関へ支援を要請します。 

  なお、支援の内容が医薬品や医療機器等又は薬剤師である場合には、薬務課を経由し

て支援を要請します。 

 

イ 総括班は、医療従事者等の派遣要請と応諾の調整をＥＭＩＳ又は共通様式１-４を用いて

行い、ＥＭＩＳ又は共通様式１-７を用いて協定締結団体や関係団体に応援を要請します。 

 

（２） 重症患者の搬送要請への対応 

（基本的な対応） 

ア ＥＭＩＳ又は共通様式１-５によって重症患者の受入要請を受理した場合、総括班は直ち

にＤＭＡＴ佐賀県調整本部が策定する地域医療搬送計画や、災害拠点病院等の空床情報

をもとに、適切な受入病院を選択します。 

・救護所の設置状況 

・災害拠点病院及び二次救急医療機関の開設・活動状況（人員・薬剤等の充足状況を

含む。） 

・日本赤十字社佐賀県支部、佐賀県医師会及びＤＭＡＴ事務局等の派遣要請先の体制 

・派遣要請したＤＭＡＴ・ＪＭＡＴ等の医療救護チームの活動状況 

・被災者の多く発生している箇所など、被災情報の全体像 

・通行止めの箇所など、被災地等へ派遣してもらうチームの移動・活動に資する情報 

・日本赤十字社佐賀県支部 

・派遣要請した（する）医療救護チーム事務局 

・災害拠点病院（※保健福祉事務所を通じて） 

・厚生労働省本省 
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イ 総括班は、受入病院に順次収容を依頼します。応諾の回答を得るまでは依頼を繰り返

します。応諾の回答を得るまで時間を要する場合、要請元に状況を適宜連絡します。 

 

ウ 総括班は、収容依頼先から応諾の回答を得た場合は、その内容を要請元に伝達します。 

 

（搬送手段の調達が必要な場合） 

オ 総括班は、重症患者の搬送に必要な搬送手段の確保の要請があった場合は、県災対本

部に自動車又はヘリコプターによる搬送手段の確保を要請します。 

 

カ 搬送手段が確保できたら受入病院の情報と併せて要請元に伝達します。 

 

（県内の医療救護体制では対応が不可能と判断される場合） 

キ 次の場合には、総括班は、国、他の都道府県に対して収容要請を行います。 

 

(ｱ) 医療救護対象者数が想定以上となり、県内の医療救護体制では対応できないと判断
した場合 

(ｲ) 被災地域や県内の病院・診療所では治療、収容することができない容態であると判
断した場合 

(ｳ) 被災地域や県内の病院・診療所自体に大きな被害を生じた場合など不測の事態の発
生により、県内の医療救護体制では対応できないと判断した場合 

 

ク 上記キの場合、総括班は、国が策定する広域医療搬送計画を受けて、医療機関や消防

機関等の協力を得て各災害拠点病院等から航空搬送拠点への傷病者搬送を実施します。 

 

（３） 医薬品等の供給要請への対応 

ア 総括班は、保健福祉事務所又は災害拠点病院等から様式Ａによって医薬品等供給要請

を受けたときは、保健医療調整本部における県災害医療コーディネーター及び県災害薬

事コーディネーターによる調整を踏まえ、薬務課へ供給要請を行います。（災害用備蓄

医薬品については様式Ｂにより医務課から薬務課へ搬送指示） 

 

イ 薬務課は、アの要請に基づき、災害用備蓄医薬品等を保管している医薬品卸業者への

搬送指示（様式Ｃ）のほか、協定を締結している医薬品等の卸業関係団体、国又は他の

都道府県等の順に医薬品等の供給要請を行います。 

 

ウ 医薬品等の供給について要請先の応諾を得たら、応諾内容を要請元に連絡します。 

なお、指定場所までの輸送及び要請元が指定場所まで医薬品等を受け取りに行くこと

が困難な場合は、必要に応じて輸送手段の調整を行います。 
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 エ 薬務課は、災害拠点病院等からの医薬品等供給要請に基づく、保健医療調整本部にお

ける県災害医療コーディネーター及び県災害薬事コーディネーターによる調整が円滑に

行うことができるよう、県内の卸売業者における医薬品等の在庫状況や他県等からの支

援を受けた医薬品等のほか、県内における活動可能な薬局や薬剤師の状況など薬事に関

する情報収集を行います。 

 

（４） 輸血用血液製剤の供給要請への対応 

ア 総括班は、保健福祉事務所又は災害拠点病院等から輸血用血液製剤の供給要請を受け

たときは、薬務課へ供給要請を行います。 

 

イ 薬務課は、アの要請に基づき、佐賀県赤十字血液センターに輸血用血液製剤の供給要

請を行います。 

なお、輸血用血液製剤の確保、受注及び搬送等に関する供給体制の確保は佐賀県赤十

字血液センターが定める規定に基づくものとしますが、災害時に陸路を使った通常の供

給が不可能又は著しく困難な場合、もしくは血液センターによる輸血用血液製剤の輸送

が困難な場合は、保健医療調整本部を通じて県対策本部に輸送手段（ヘリコプターを含

む）の確保を要請します。 

 

ウ 医薬品等の供給について要請先の応諾を得たら、応諾内容を要請元に連絡します。 

 

エ 薬務課は、血液センターから輸血用血液製剤の供給状況について報告を受けます。 

 

（５） その他医療活動に必要な物資等の要請への対応 

ア 医務課では対応できない電気、ガス、水道等の供給要請については、県災対本部に供

給の調整を要請します。 

 

イ 医療救護活動に必要な物資等を供給する機関が、物資等を被災地域に輸送することが

困難なときは、県災対本部に輸送手段（ヘリコプターを含む）の確保を要請します。 

 

４ 医療支援の受入調整 

（１） ＤＭＡＴ佐賀県調整本部の設置運営 

ア 総括班は、佐賀県災害派遣医療チーム（佐賀ＤＭＡＴ）運営要綱に基づき、県内の被

災状況に応じて、佐賀ＤＭＡＴ指定病院に対して佐賀ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

イ 総括班は、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき、厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）又は他の

都道府県に対して県外ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

ウ ＤＭＡＴの派遣の要請を行った場合、総括班は保健医療調整本部の下にＤＭＡＴ佐賀
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県調整本部を設置し、設置されたＤＭＡＴ佐賀県調整本部は県内で活動するＤＭＡＴの

指揮及び調整を行います。 

   その場合、総括班は、佐賀県災害派遣医療チーム（佐賀ＤＭＡＴ）運営要綱に基づき、

統括ＤＭＡＴにＤＭＡＴ佐賀県調整本部長として県庁への出動を要請します。 

 

エ ＤＭＡＴ佐賀県調整本部長（統括ＤＭＡＴ）は、保健医療調整本部の県災害医療コー

ディネーターと協議し、ＤＭＡＴの派遣先を決定します。 

 

（２） ＤＰＡＴ佐賀県調整本部の設置運営 

ア 障害福祉課は、佐賀県災害派遣精神医療チーム運営要綱に基づき、県内のＤＰＡＴ統

括の意見を聴いて、県内の被災状況に応じて、佐賀県精神科病院協会の協力のもと、佐

賀ＤＰＡＴ登録機関に対してＤＰＡＴの派遣を要請します。 

 

イ 障害福祉課は、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領に基づき、県内のＤＰ

ＡＴ統括者の意見を聴いて、保健医療調整本部長と協議の上、他の都道府県又は厚生労

働省（ＤＰＡＴ事務局）に対してＤＰＡＴの派遣を要請します。 

 

ウ ＤＰＡＴの派遣の要請を行った場合は、保健医療調整本部の下にＤＰＡＴ佐賀県調整

本部を設置し、県内で活動するＤＰＡＴの指揮及び調整を行います。 

 

エ ＤＰＡＴ佐賀県調整本部長（ＤＰＡＴ統括者）は、保健医療調整本部の県災害医療コ

ーディネーターと協議し、その出動先を決定します。 

 

（３） 佐賀県ＳＣＵ指揮所の設置運営 

ア 総括班は、航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の展開に必要な資機材を準備し、佐

賀大学医学部附属病院と協力し、航空搬送拠点臨時医療施設を初期においては佐賀大学

医学部附属病院敷地に立ち上げ、その間に九州佐賀国際空港に本格的に立ち上げ、ＤＭ

ＡＴ佐賀県調整本部と連携して佐賀県ＳＣＵ指揮所を運営します。 

 

イ 広域医療搬送については、「マニュアル８ 広域医療搬送」により実施します。 

 

（４） 協定締結団体に対する医療支援の要請及び受入れの調整 

ア 総括班は、保健福祉事務所からの情報や支援要請に基づき、保健医療調整本部の下で

県災害医療コーディネーター及び県災害薬事コーディネーターによる調整を踏まえ、直

接又は薬務課を通じて協定締結団体（※）に支援の要請を行います（共通様式１-７）。ま

た、保健福祉事務所からの要請がない場合で、総括班が必要と認めたときは、直接又は

薬務課を通じて協定締結団体と協議し、支援の要請を行います。 

※ 県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会 等 
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イ 要請を受けた団体は、速やかに支援チームを編成し、総括班が県災害医療コーディネ

ーターや県災害薬事コーディネーターと協議のうえ決定した派遣先に、これを派遣しま

す。 

 

（５） 県外から派遣される医療チーム（ＤＭＡＴを除く） 

ア 県外から派遣される医療チームの派遣先は、保健福祉事務所からの情報や支援要請に

基づき、保健医療調整本部の下で総括班が、県災害医療コーディネーターや関係団体と

協議のうえ決定します。 

 

イ 県外からの医療支援は、厚生労働省による総合的な調整、全国知事会を通じた調整、

関係団体本部を通じた調整のほか、九州・山口９県による災害時応援協定（福岡県、長

崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県及び佐賀県）に基づき、保

健医療調整本部の下で支援の調整が行われます。 

 

（６） 医薬品等の物的支援 

ア ３（３）イの国又は他の都道府県に医薬品等の供給を要請する場合は、必要とする医

薬品等の品名及び数量を指定して支援要請を行います。 

 

イ 県外から供給される医薬品等は、医薬品等集積所に入庫し仕分けを行ったのち、医薬

品等供給拠点や医薬品等が不足する医療救護施設等に輸送します。 

 

ウ 支援については、３（３）アと同様に、保健福祉事務所からの情報や支援要請に基づ

き、総括班から薬務課へ供給の指示を行います。 

 

エ 薬務課は、ウの指示に基づき、協定を締結している医薬品等の卸業関係団体に輸送要

請を行い、要請先からの応諾を得たら、要請元に連絡します。 

   なお、指定場所までの輸送及び要請元が指定場所まで医薬品等を受け取りに行くこと

が困難な場合は、必要に応じて輸送手段の調整を行います。 
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＜共通様式＞医務課、薬務課、保健福祉事務所、市町、医療機関等の連絡に使用する様式 

 

共通様式 1-1 発災直後情報（代行入力依頼書） 

 

共通様式 1-2 詳細情報（代行入力依頼書） 

 

共通様式 1-3 医療救護活動状況報告 

 

共通様式 1-4 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書 

 

共通様式 1-5 重症患者等受入要請書兼受入応諾連絡書 

（付表）患者詳細情報 

共通様式 1-6 物資等供給要請書兼応諾連絡書 

 

共通様式 1-7 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾書 

 

  ※「様式Ａ」（医薬品等供給要請書兼応諾連絡書）、「様式Ｂ」（災害用備蓄医薬品等搬

送指示依頼書）及び「様式Ｃ」（災害用備蓄医薬品等搬送指示書）は、マニュアル１

５「医薬品等（輸血用血液製剤を含む）の供給及び薬剤師の派遣」に掲載 
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ライフライン・サプライ状況

（代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください。）

発災直後情報

（EMIS緊急時入力：代行入力依頼書）

日  　　時 　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　分

入院病棟の倒壊、または倒壊のおそれ 有 無

1　医療機関機能情報（該当項目を○で囲ってください。）

電気の通常の供給 無 有

水の通常の供給

共通様式１-１

送 信 先

発信元

医療機関名 担当

電話番号 FAX番号

メールアドレス

※EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部に報告してくださ

い。（現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部で代行入力）

無 有

医療ガスの不足 不足 充足

医薬品・衛生資機材の不足 不足 充足

受信者

多数患者の受診 有 無

職員の不足 不足 充足

整理番号 第　　　　　号

2　その他（上記以外で支援が必要な理由があれば記入してください。）
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共通様式１－２　①

1　施設の倒壊、または倒壊のおそれ（該当項目を○で囲ってください。）

2　ライフライン・サプライ状況（該当項目を○で囲ってください。）

3　医療機関の機能（該当項目を○で囲ってください。）

詳細情報　　第　　　　報

（EIMS詳細入力：代行入力依頼書）

送 信 先

発信元

医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号

無

日　    　時 　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　　分

入院施設 有 無 救急外来 有 無

一般外来 有 無 手術室 有

その他（上記以外に倒壊、または破損のおそれのある施設の状況を記入してください。）

電気の

使用状況
停電中

発電機

使用中
正常

残り（発電機使用中

の場合）
半日  ・  １日  ・  ２日以上

半日  ・  １日  ・  2日以上

医療ガスの

使用状況

枯渇
供給の

見込無し

供給の

見込有り

残り（供給の見

込無しの場合）
半日  ・  １日  ・  2日以上

配管破損の有無 有 無

水道の

使用状況
枯渇

貯水・給水

対応中

井戸

使用中
正常

残り（貯水・給水

対応中の場合）

半日  ・  １日  ・  2日以上

食糧の

使用状況
枯渇

備蓄で

対応中
通常の供給

残り（備蓄で対

応中の場合）
半日  ・  １日  ・  2日以上

医薬品の

使用状況
枯渇

備蓄で

対応中
通常の供給

残り（備蓄で対

応中の場合）

不足している医薬品（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

手術可否 不可 可 人口透析可否 不可 可



- 25 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9　その他（アクセス状況等、特記事項を記入してください。）

※EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部に報告してください。（現地保

健医療調整本部又は保健医療調整本部で代行入力）

8　職員数

共通様式１－２　②

在院患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

発信元 医療機関名

実働病床数 床

発災後受け入れた患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

4　現在の患者状況（数値を記入）

重症度別患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

人 護送 人

災害時の診療能力（災害時の受け入れ重症患者数） 人

人工呼吸 人 酸素 人 担送

重症度別患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

人 護送 人

外来受付状況 受付不可 救急のみ 下記の通り受付

人工呼吸 人 酸素 人 担送

医師総数 人
DMAT

医師数
人

時間帯　1 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

時間帯　2 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

時間帯　3 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

整理番号 第　　　　　号

受信者

5　今後、転院が必要な患者数（数値を記入）

6　今後受け入れ可能な患者数（数値を記入）

7　外来受付状況及び外来受付時間

人
業務調整

員数
人

DMAT

看護師数

出勤職員数

出勤医師数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）

出勤看護師数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）

その他出勤人数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）
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区分 区分 区分 区分

医療従事者等派遣　　要請書

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

現地保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

市町村派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

医療従事者等派遣　応諾連絡所

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

必要人員
活動場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

担当者 担当者 担当者 担当者

参集場所 備考

共通様式１－４

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者要請
要請 要請

連絡 連絡連絡
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区分 区分 区分 区分

重症患者受入要請書　兼　応諾連絡書

受け入れ先

医療機関

搬送手段の有無 備考

要請元記載項目 応諾機関記載項目

tag.

no.
氏　　名 年齢 性別

症　　状
（トリアージ区分も記載）

調整機

関区分

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

※患者詳細情報（付表あり）

共通様式１－５

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者

要請 要請 要請

連絡 連絡 連絡
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区分 区分 区分

物資等供給要請書　兼　応諾連絡書

要請物資等 供給物資等

品　名 規格等 数量 備考 ④市町村 ⑤現地保健医療

調整本部

⑥保健医療

調整本部
備考

担当者 担当者

受渡し場所 備考

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

共通様式１－６

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 機関名 区分 機関名 機関名

担当者 担当者

要請 要請要請

連絡 連絡 連絡
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（機関・団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者名）

（連絡先）　　　℡ Fax e-mail

※派遣チームの構成については、医師○名、看護師○名、薬剤師○名、事務職○名など、派遣チームの職種内訳を記載。

その他連絡事項

あり
・

なし
リーダー

　月　　日～　　　月　　日

連絡先
あり

・
なし

医療従事者等派遣　　　要請書

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

要請
内容

派遣希望
日数

月　　日～　　月　　日

佐賀県保健医療調整本部
機関・
団体名

チーム数

担当者 活動内容

共通様式１－７

参集場所 備考

医療従事者等派遣　　応諾書

派遣協力可能期間 派遣チームの厚生（分野・人数） 移動手段
食料・飲料

水の準備

宿泊先確保

（寝袋含む）

佐賀県保健医療調整本部　　　あて
FAX：
e-mail：

担当者

あり
・

なし
リーダー

　月　　日～　　　月　　日

連絡先
あり

・
なし

あり
・

なし
リーダー

　月　　日～　　　月　　日

連絡先

連絡先
あり

・
なし

あり
・

なし

連絡先
あり

・
なし

あり
・

なし
リーダー

　月　　日～　　　月　　日

あり
・

なし
リーダー

　月　　日～　　　月　　日
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１ 保健福祉事務所の業務 

（１） 災害時の保健福祉事務所の業務 

災害時における医療対策として保健福祉事務所で特別に行う業務としては以下のものが

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、現地保健医療調整本部の運営要領は別途定められる。 

 

 ア ＥＭＩＳを活用したＤＭＡＴ活動拠点本部（災害拠点病院）との連携による医療機関

の被災状況等の情報収集及びその情報の医務課への報告 

  ・保健福祉事務所は、医務課からＥＭＩＳを災害モードへと切り替えたと連絡を受けた

場合、管内の医療機関による入力状況を見ながら、未入力の医療機関等に連絡し、自

ら入力できる場合は自ら入力、自ら入力できない状況にあるときは、共通様式１-１（代

行入力：緊急時）・共通様式１-２（代行入力：詳細情報）により保健福祉事務所での入

力依頼を受ける、又は聞き取りによる代行入力を実施する。 

  ・上記について、ＤＭＡＴ活動拠点本部との連携を密にとる必要がある場合、保健福祉

事務所からＤＭＡＴ活動拠点本部が設置されている災害拠点病院へ通信手段を確保し

たうえで人員を派遣する。 

 

 イ 管内市町や災害拠点病院等からの支援要請に対する保健医療調整本部（又は医務課）

との調整 

  ・保健福祉事務所は、要請を受けた内容を保健医療調整本部又は医務課等へ連絡する。 

  ・保健福祉事務所は、現地保健医療調整本部を立ち上げた場合には、現地保健医療調整

本部として保健医療調整本部へ連絡する。 

  ・なお、保健福祉事務所が管内市町及び災害拠点病院等と連絡を取る場合に、情報収集

すべき内容は以下のとおりである。 

 

（市町の情報の例） 

・ＥＭＩＳを活用したＤＭＡＴ活動拠点本部（災害拠点病院）との連携による医療機

関の被災状況等の情報収集及びその情報の医務課への報告 

・管内市町や災害拠点病院等からの支援要請に対する保健医療調整本部（及び医務課・

薬務課）との調整 

・現地保健医療調整本部を設置した場合の地域災害医療コーディネーター及び地域災

害薬事コーディネーターの現地保健医療調整本部等への出動要請 

・現地保健医療調整本部の運営（各医療救護班の派遣先調整等を含む。） 

・保健医療調整本部への状況報告等 



- 33 - 
 

傷病者の見込み数、救護所の活動状況、支援要請内容（医療スタッフ、備品、医薬品、

輸血用血液、患者搬送、受入、搬送手段）等 

 

（災害拠点病院等の情報の例） 

医療機関の被災状況、手術・透析の可否、医療救護活動の状況（スタッフ・空床数等の

院内状況）、支援要請（医療スタッフ、備品、医薬品、輸血用血液、患者搬送、受入、

搬送手段）等 

 

ウ 現地保健医療調整本部を設置した場合の地域災害医療コーディネーター及び地域災害

薬事コーディネーターの現地保健医療調整本部等への出動要請 

  ・保健福祉事務所は、現地保健医療調整本部を設置した場合、あらかじめ医務課で調

整した地域災害医療コーディネーター及び薬務課で調整した地域災害薬事コーディ

ネーターの出動要請連絡順に従い、連絡を行う。 

 

エ 現地保健医療調整本部の運営 

  ・保健福祉事務所は、別途定められた運営要領に基づき、各医療救護班の派遣先調整等

の現地保健医療調整本部を運営するものとする。 

  ・現地保健医療調整本部が被災地保健福祉事務所に設置された場合には、現地保健医療

調整本部はＤＭＡＴ活動拠点本部にリエゾンを派遣して、情報共有に努めるものとす

る。 

 

オ 保健医療調整本部への状況報告等 

  ・保健福祉事務所は、現地保健医療調整本部を設置した場合、定期的にその活動状況及

び収集した情報を保健医療調整本部へ報告するものとする。 

 

（２） 地域災害医療コーディネーター 

ア 地域災害医療コーディネーターは、現地保健医療調整本部において、適切な医療救護

活動を継続するための保健福祉事務所による調整を補助する。 

具体的には、日本赤十字社の日赤救護班をはじめ、各種の医療救護チームが被災地域

へ支援に入ってくることが予想されるが、それらの医療救護チームの活動場所等の調整

に関して、保健医療調整本部の調整結果を踏まえ、現地保健医療調整本部と協議を行い、

活動場所等を決定する。 

 

（３） 地域災害薬事コーディネーター 
ア 地域災害薬事コーディネーターは、現地保健医療調整本部において、円滑な医療救護活動

を図るため、地域災害医療コーディネーターを薬事的な立場からサポートします。 

具体的には、保健福祉事務所管轄区域内の薬局の稼働状況等の情報収集や区域内の薬剤師

（支援薬剤師を含む）の配置調整のほか医薬品の需給調整などを行います。 
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２ 医療救護活動についての情報収集と伝達 

（１） 情報収集と対応 

 

（情報の収集と更新） 

ア 保健福祉事務所は、管内の市町災害対策本部や災害拠点病院及び二次救急病院（以下

「市町災害対策本部等」という。）から医療救護に関する情報を共通様式１-３（医療救護

活動状況報告）又はＥＭＩＳ等により収集します。 

また、収集した情報を整理し、整理した情報は医務課及び市町災害対策本部等へ伝達

します（医務課はこの情報を保健医療調整本部に伝達。）。また、この手順を繰り返し、

常に最新の情報に更新します。 

 

イ 情報収集と伝達は、基本的にＥＭＩＳ又はメール、若しくはファックスを使用します。

ＥＭＩＳ又はメール、若しくはファックスが使えない場合は防災行政無線等の可能な通

信手段を使って正確に聴き取り、伝達します。 

 

（収集する情報） 

ウ 保健福祉事務所は、管内の市町災害対策本部等から以下の情報を収集します。 

 

（市町災害対策本部から） 

・救護所の開設数及び開設場所、医師等参集職員数、医療救護対象者数 

・市町による医療救護活動に係る不足人員（職種含む。）や不足医薬品等 

 

（災害拠点病院から） 

・医療救護活動の可否、院内状況（参集職員数、空床数、手術機能等、ライフライン、

医薬品等の在庫）、周辺の状況など 

 

 （二次救急病院から） 

  ・医療救護活動の可否、院内状況（参集職員数、空床数、手術機能等、ライフライン、

医薬品等の在庫） 

 

（入手情報への対応） 

エ 市町災害対策本部等から支援要請があった場合は、管内市町の被災状況や医療救護活

動の状況を踏まえ、必要に応じ保健医療調整本部等と調整を行ったうえで、支援対策を

速やかに策定し、その内容を要請元に伝達します。 

 

（保健医療調整本部等からの情報の収集） 

オ 保健医療調整本部等（保健医療調整本部及び医務課等の必要に応じた関係課を言う。

以下同じ。）からの情報は、被災の全体状況を把握し医療救護に役立つため、最新の情
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報を確実に受け取ります。 

(ｱ) 他の保健福祉事務所の状況（活動状況、支援、要請情報） 

(ｲ) 災害拠点病院の状況（活動状況、支援・要請情報） 

(ｳ) 国、他都道府県、日本赤十字社等の医療救護活動に関する情報 

 

（２） 保健医療調整本部等への情報伝達 

ア 保健福祉事務所は、収集・整理した情報を保健医療調整本部等に伝達します。 

 

イ 全ての情報がそろわなくても、判明済みの情報を速報として保健医療調整本部等に伝

達し、その後に順次追加して伝達します。 

(ｱ)  管内市町の医療救護活動の状況（救護所の開設数及び医師数など） 
(ｲ)  災害拠点病院及び二次救急病院の院内状況及び空床数 

 

（３） 市町災害対策本部への情報伝達 

ア 保健福祉事務所は、管内の市町の求めに応じて医療救護活動に必要な情報を伝達しま

す。 

(ｱ) 県内市町の医療救護活動の状況 

(ｲ) 災害拠点病院、二次救急病院の状況及び空床数 

(ｳ) 医薬品等の県内の在庫状況 

(ｴ) 県外からの支援の情報 

(ｵ) その他必要な情報 

 

（４） 広報 

ア 県としての広報は、原則として災害対策本部が一括して行います。 

 

３ 市町災害対策本部等からの支援要請への対応 

（１） 対応の流れ 

ア 保健福祉事務所は、整理した情報を基に、管内の医療救護体制による対応の可否を判

断します。 

 

イ 保健福祉事務所は、市町災害対策本部等からの医療従事者等の派遣要請等を整理し、

管内の医療救護体制で対応可能な場合は、支援可能な市町や災害拠点病院への要請を共

通様式１-４によって行います。 

 

ウ 管内の医療救護体制では対応しきれない場合には、イに加えて保健医療調整本部に支

援を要請します。 

 

エ 要請先からの応諾の回答が得られない場合は、イ～ウを繰り返します。応諾の回答を
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得るまで時間を要する場合は、要請元に状況を連絡します。 

 

オ 支援要請先から応諾があった場合は、支援要請元の市町災害対策本部等にその旨を伝

達します。 

 

（２） 重症患者の搬送要請への対応 

 

（基本的な対応） 

ア 市町災害対策本部等から共通様式１-５（重症患者等受入要請書）によって重症患者受入

の要請があった場合は、地震発生直後から収集・整理している管内の災害拠点病院や二

次救急病院の空床情報を基に、適切な受入病院を選択し、順次収容を依頼します。 

 

イ 応諾の回答を得るまで依頼を繰り返し、応諾の回答を得た場合は、要請元の市町災害

対策本部等に伝達します。 

 

（搬送手段の調達が必要な場合） 

ウ 搬送手段は、要請元の市町災害対策本部等で確保するものとしますが、市町災害対策

本部等で確保できない場合は、保健福祉事務所においてＤＭＡＴ等の協力も得ながら搬

送手段を確保します。 

 

エ 保健福祉事務所においても搬送手段の確保が不可能な場合は、保健医療調整本部に搬

送手段の確保を要請します。 

 

（保健福祉事務所管内の体制では対応できない場合） 

オ 保健福祉事務所管内に収容可能な医療機関がない場合は、共通様式１-５により、保健医

療調整本部に収容可能な医療機関の確保について要請します。 

 

（３） 医薬品等の供給要請への対応 

ア ア 保健福祉事務所は、市町災害対策本部等から医薬品等の供給要請があったときは、

様式Ａにより保健医療調整本部に医薬品等の供給を要請します。 

 

イ 保健福祉事務所は、保健医療調整本部による医薬品等の供給についての調整の結果、

保健医療調整本部からの応諾を得ることができれば、応諾内容を様式Ａにより、要請元

の市町災害対策本部等に連絡します。 

 

ウ 要請元の市町対策本部等が指定場所まで医薬品等を受け取りに行くことが難しい場合

は、輸送手段の確保のための調整を保健医療調整本部の協力を得ながら行います。 
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４ 保健医療調整本部から要請を受けた時の対応 

 

（１） 保健医療調整本部から保健福祉事務所へ要請を行う場合 

ア 被災地域の保健福祉事務所を支援するため、被災地域外の保健福祉事務所に対して保

健医療調整本部から支援要請を行う場合は、以下のとおりである。 

  ・重症患者の受入要請 

  ・被災地域の保健福祉事務所への職員派遣要請 

 

（２） 重症患者の受入要請 

ア 保健医療調整本部から重症患者の受入要請を受けた保健福祉事務所は、要請の内容を

記録するとともに、早期に受入が可能な医療機関を選定し、順次当該医療機関へ受入要

請を行います。 

 

イ 受入要請を行った医療機関からの応諾の回答又は受入不可能の回答を受理した場合は、

その内容を記録します。 

 

ウ 受入要請を行った医療機関からの応諾の回答を得た場合は、その内容を保健医療調整

本部に伝達します。 

 

エ 当該保健福祉事務所管内での受入が困難と判断されるときは、その旨、保健医療調整

本部に伝達します。 

 

オ 受入要請を行った医療機関からの回答内容を整理し、保健福祉事務所管内の空床数の

最新情報を市町災害対策本部、保健医療調整本部、災害拠点病院等の関係機関に連絡し

情報の共有化を図ります。 

 

（３） 被災地域の保健福祉事務所へ職員派遣要請 

ア 保健医療調整本部から被災地域の保健所への職員派遣要請を受けた保健福祉事務所は、

当該保健福祉事務所で最低限継続すべき業務を考慮しつつ、派遣可能人数（職種、職位

を含む。）を回答する。 

 

イ 保健医療調整本部は、職員派遣要請をした保健福祉事務所から派遣可能人数（職種、

職位を含む。）の回答を受理した場合は、その内容を記録するとともに、派遣先となる

保健福祉事務所へ派遣人数（職種、職位を含む。）を伝達します。 
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５ その他の対応 

（１） 市町災害対策本部が行う避難所の医療ニーズ調査等の支援 

ア 避難所の環境整備や避難者の傷病・健康の状態把握について、保健福祉事務所は、医

療救護チームや「災害時健康危機管理支援チーム（以下、「DHEAT」という。）」と連携し、

市町災害対策本部に協力するものとする。 

 

イ アの避難所の医療ニーズ調査等に関しては、「マニュアル10 避難所の医療ニーズ調査」

を参照し、避難所アセスメントシートを使用します。 

 

 

 

 

 

＜共通様式＞保健医療調整本部（県庁医務課含む。）、保健福祉事務所、市町、医療機関等の連

絡に使用する様式 

 

共通様式 1-1 発災直後情報（代行入力依頼書） 

 

共通様式 1-2 詳細情報（代行入力依頼書） 

 

共通様式 1-3 医療救護活動状況報告 

 

共通様式 1-4 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書 

 

共通様式 1-5 重症患者等受入要請書兼応諾連絡書（付表）患者詳細情報 

 

共通様式 1-6 物資等供給要請書兼応諾連絡書 

 

   ※「様式Ａ」（医薬品等供給要請書兼応諾連絡書）は、マニュアル１５「医薬品等（輸

血用血液製剤を含む）の供給及び薬剤師の派遣」に掲載 
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ライフライン・サプライ状況

（代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください。）

発災直後情報

（EMIS緊急時入力：代行入力依頼書）

日  　　時 　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　分

入院病棟の倒壊、または倒壊のおそれ 有 無

1　医療機関機能情報（該当項目を○で囲ってください。）

電気の通常の供給 無 有

水の通常の供給

共通様式１-１

送 信 先

発信元

医療機関名 担当

電話番号 FAX番号

メールアドレス

※EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部に報告してくださ

い。（現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部で代行入力）

無 有

医療ガスの不足 不足 充足

医薬品・衛生資機材の不足 不足 充足

受信者

多数患者の受診 有 無

職員の不足 不足 充足

整理番号 第　　　　　号

2　その他（上記以外で支援が必要な理由があれば記入してください。）
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共通様式１－２　①

1　施設の倒壊、または倒壊のおそれ（該当項目を○で囲ってください。）

2　ライフライン・サプライ状況（該当項目を○で囲ってください。）

3　医療機関の機能（該当項目を○で囲ってください。）

詳細情報　　第　　　　報

（EIMS詳細入力：代行入力依頼書）

送 信 先

発信元

医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号

無

日　    　時 　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　　分

入院施設 有 無 救急外来 有 無

一般外来 有 無 手術室 有

その他（上記以外に倒壊、または破損のおそれのある施設の状況を記入してください。）

電気の

使用状況
停電中

発電機

使用中
正常

残り（発電機使用中

の場合）
半日  ・  １日  ・  ２日以上

半日  ・  １日  ・  2日以上

医療ガスの

使用状況

枯渇
供給の

見込無し

供給の

見込有り

残り（供給の見

込無しの場合）
半日  ・  １日  ・  2日以上

配管破損の有無 有 無

水道の

使用状況
枯渇

貯水・給水

対応中

井戸

使用中
正常

残り（貯水・給水

対応中の場合）

半日  ・  １日  ・  2日以上

食糧の

使用状況
枯渇

備蓄で

対応中
通常の供給

残り（備蓄で対

応中の場合）
半日  ・  １日  ・  2日以上

医薬品の

使用状況
枯渇

備蓄で

対応中
通常の供給

残り（備蓄で対

応中の場合）

不足している医薬品（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

手術可否 不可 可 人口透析可否 不可 可
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9　その他（アクセス状況等、特記事項を記入してください。）

※EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部に報告してください。（現地保

健医療調整本部又は保健医療調整本部で代行入力）

8　職員数

共通様式１－２　②

在院患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

発信元 医療機関名

実働病床数 床

発災後受け入れた患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

4　現在の患者状況（数値を記入）

重症度別患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

人 護送 人

災害時の診療能力（災害時の受け入れ重症患者数） 人

人工呼吸 人 酸素 人 担送

重症度別患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

人 護送 人

外来受付状況 受付不可 救急のみ 下記の通り受付

人工呼吸 人 酸素 人 担送

医師総数 人
DMAT

医師数
人

時間帯　1 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

時間帯　2 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

時間帯　3 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

整理番号 第　　　　　号

受信者

5　今後、転院が必要な患者数（数値を記入）

6　今後受け入れ可能な患者数（数値を記入）

7　外来受付状況及び外来受付時間

人
業務調整

員数
人

DMAT

看護師数

出勤職員数

出勤医師数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）

出勤看護師数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）

その他出勤人数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）
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区分 区分 区分 区分

医療従事者等派遣　　要請書

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

現地保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

市町村派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

医療従事者等派遣　応諾連絡所

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

必要人員
活動場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

担当者 担当者 担当者 担当者

参集場所 備考

共通様式１－４

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者要請
要請 要請

連絡 連絡連絡
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区分 区分 区分 区分

重症患者受入要請書　兼　応諾連絡書

受け入れ先

医療機関

搬送手段の有無 備考

要請元記載項目 応諾機関記載項目

tag.

no.
氏　　名 年齢 性別

症　　状
（トリアージ区分も記載）

調整機

関区分

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

※患者詳細情報（付表あり）

共通様式１－５

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者

要請 要請 要請

連絡 連絡 連絡
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区分 区分 区分

物資等供給要請書　兼　応諾連絡書

要請物資等 供給物資等

品　名 規格等 数量 備考 ④市町村 ⑤現地保健医療

調整本部

⑥保健医療

調整本部
備考

担当者 担当者

受渡し場所 備考

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

共通様式１－６

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 機関名 区分 機関名 機関名

担当者 担当者

要請 要請要請

連絡 連絡 連絡
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１ 災害拠点病院における対応手順 

（１） 院内状況の調査 

ア 災害拠点病院の管理者（以下「病院管理者」という。）は、災害拠点病院として医療

救護対象者の処置、受入が可能か否かを判断するため、次の項目を調査します。 

① 物の被災状況 
② 職員の状況（医師、看護師、薬剤師、他医療職、その他職員） 
③ ライフラインの状況（電気、ガス、水、空調、その他） 
④ 手術機能等の状況（手術機能、検査機能、病棟機能、給食機能） 
⑤ 病床状況（空床数、仮設ベッド数） 

イ 二次被害の危険がないか、病院周辺の被害状況や道路状況等も把握します。 

 

（２） 院内状況の報告 

ア 病院管理者は、災害が発生した場合、院内状況を調査して、ＥＭＩＳの「緊急時入力」

を行います。（可能な限り「詳細入力」も併せて行います。） 

イ 病院管理者は、ＥＭＩＳに接続できない場合、院内状況の調査結果及び医療救護活動

の状況を、共通様式１-３（医療救護活動状況報告）を用いて、ファックス等により所轄の

保健福祉事務所へ報告します。この場合、保健福祉事務所への報告に併せて代理入力の

要請も行います。 

※ＥＭＩＳの「緊急時入力」及び「詳細入力」の代理入力は、県庁医務課又は保健

福祉事務所、あるいはＤＭＡＴで行うことが可能です。（共通様式１-１又は共通様

式１-２を使用して代理入力を要請） 

ウ 病院管理者は、院内状況に変化があった場合は、その都度保健福祉事務所に報告を行

い、ＥＭＩＳの入力情報を更新します。 

 

（３） 処置・収容が行えないと判断した場合 

ア 二次災害の危険がない場合 

① 保健福祉事務所の協力を得て、早期に医療救護活動を開始できるよう、各種機能の復
旧活動を行います。 

② 建物の損傷が著しく使用できないと判断した場合は、屋外に仮設診療スペースを設置
して医療救護活動を開始できるように努めます。 

③  職員、医薬品等が不足している場合は、保健福祉事務所に支援を要請するとともに、
近隣の医療機関による応援を依頼します。 

イ 二次災害の危険がある場合 

火災・津波・崖崩れといった二次災害が発生する恐れのある場合は、直ちに入院患者

の避難誘導を行い、病院スタッフも早急に避難することとします。 
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２ 医療救護活動 

（１） 医療救護対象者の受け入れ準備 

ア 病院管理者は、予め定めている医療救護活動に関する防災計画（以下「院内計画」と

いう。）に沿って、参集した職員の役割分担を行い、人員を配置していきます。 

 

イ 病院管理者は、院内計画に沿って、受付、トリアージエリア、診療エリア、入院患者

収容エリア、遺体仮安置場所、職員等の待機場所等の配置を行い、可能であれば見取り

図を作成し院内関係者に周知します。 

 

ウ 医療救護対象者には、二次救急病院等から搬送されてくる重症・中等症患者と自力で

来院してくる患者があり、併せて対応する必要があります。 

 

エ 二次救急病院等からの搬送患者の受入れ要請は、原則として保健福祉事務所からなさ

れますが、場合によっては二次救急病院等から直接連絡がなされることもあります。 

 

オ 医療救護活動に必要な支援に当たり、医療従事者の派遣要請は共通様式１-４、重症患者

等の受入要請は共通様式１-５、物資等の供給要請は共通様式１-６、医薬品等の供給要請は

様式Ａにより保健福祉事務所（保健福祉事務所へ連絡がつかない場合は県庁医務課）に

要請します。 

 

（２） 災害拠点病院の運営 

ア 災害拠点病院内で行った医療救護活動に係る次の事項を記録し、定期的に保健福祉事

務所及び病院内に設置される広報窓口に報告します。 

・当該病院に支援に入った医療チーム等の名簿 

・当該病院で取り扱った傷病者名簿（疾病状況、搬送先を明記します。） 

・当該病院からの支援要請の内容、要請時刻、支援要請先、相手氏名 

・当該病院からの支援要請に対する諾否、支援の内容、回答時刻等 

 

イ 二次救急病院又は他の災害拠点病院から搬送されてくる医療救護対象者はトリアージ

タッグが付いているのでそこから患者情報を確認し名簿を作成し、また、収容機関とし

て改めてトリアージを行います。 

 

ウ トリアージタッグが付いていない場合は、受付番号、医療救護対象者の住所、氏名、

年齢、性別、搬送元、負傷場所等を確認し、トリアージタッグを作成します。 

 

エ 搬入時に既に死亡している者及び当該病院で死亡した者は、速やかに遺体仮安置場所

に移します。またトリアージの結果、蘇生の可能性がないと判断された者（死亡群）は

あらかじめ定めた収容場所に収容します。 
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オ 診療はトリアージの区分（赤：最優先治療群、黄：待機的治療群、緑：保留群）ごと

に実施します。二次救急病院又は他の災害拠点病院から搬送されてくる医療救護対象者

は、原則として最優先治療群（≒重症者）と待機的治療群（≒中等症者）です。直接来

院してくる医療救護対象者も含めて、緊急度の高い順に診療を実施していきます。なお、

被害の状況によっては、最優先治療群への処置の優先順位を下げなければならない場合

も考えられます。 

 

カ 待機的治療群の治療は、最優先治療群の傷病者への対応が完了してから行います。し

かし、待機中に症状が悪化し待機的治療群から優先的治療群になる場合がありますので、

バイタルサインや身体所見の変化に細心の注意が必要です。 

 

キ 当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、基幹災害拠点病院

等（広域医療搬送適用患者にあっては広域医療搬送拠点のＳＣＵ）に搬送します。搬送

先の手配については共通様式１-５により保健福祉事務所に要請します。 

 

（３） ＤＭＡＴ活動拠点本部との連携 

ア 日本ＤＭＡＴ活動要領により、ＤＭＡＴの病院支援及び現場活動等の拠点機能であるＤ

ＭＡＴ活動拠点本部を災害拠点病院に設置することを想定しているため、病院管理者は、

ＤＭＡＴ活動拠点本部が当該病院内に設置される場合は、スペースの提供等可能な範囲

で協力します。 

 

イ 病院管理者は、ＤＭＡＴ活動拠点本部の本部長（統括ＤＭＡＴ）を確認して、連携体

制を構築します。 

 

ウ 病院支援に入るＤＭＡＴは当該病院管理者の指揮下に入るので、病院管理者は、病院

支援に入ったＤＭＡＴを積極的に活用します。 

 

エ 病院管理者は、効果的な病院支援を受けるために、院内状況や周辺の関係施設及び地

理情報等、必要と思われる情報提供をＤＭＡＴ活動拠点本部に行います。 

 

オ 病院管理者は、平時からＤＭＡＴ活動拠点本部の設置を想定して、設置に必要な用意

をしておくことで災害時にスムーズな受援が可能となります。 
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３ 医療搬送（送り出し）への対応 

（１） 医療搬送（送り出し）要請の連絡 

ア 病院管理者は、当該病院での対応能力を超えると見込まれる場合、その時点の医療搬

送適用患者のうちから医療搬送必要人員を選定し（不搬送基準のチェックも併せて実施

します）、対象となる者の症状等の情報を含め共通様式１-５により保健福祉事務所へ医療

搬送の要請を行います。 

なお、その際、ＤＭＡＴが在院している場合は、ＤＭＡＴと協力して医療搬送適用患

者の選定を行います。 

 

イ アの要請を受けた保健福祉事務所等による派遣先調整を踏まえ、医療搬送実施に関す

る連絡があります。 

 

（２） ＳＣＵへの搬送患者の決定 

ア 原則として、ＤＭＡＴ佐賀県調整本部が、県内の災害拠点病院から報告を受けた医療

搬送適用患者の中から、優先順位をつけてＳＣＵへの搬送患者を決定し、それぞれの災

害拠点病院又は災害拠点病院に設置しているＤＭＡＴ活動拠点本部等に連絡します。 

 

イ ＳＣＵへの搬送が決定された患者に対して、病院管理者は、速やかに以下の（３）の

作業を行います。 



- 51 - 
 

 

（３） 医療搬送カルテの作成 

ア 災害拠点病院の医師は、選定した医療搬送適用患者のうち、ＳＣＵに搬送することが

決まった患者については、医療搬送カルテを作成します。 

 

イ ＤＭＡＴが当該病院で活動していれば、ＤＭＡＴと協力して、又はＤＭＡＴに委ねて

医療搬送カルテを作成します。 

※医療搬送カルテをはじめ必要な様式は、ＥＭＩＳのＤＭＡＴ関連資料のメニューにある「関

連様式」に掲載されています。 

 

ウ 作成した医療搬送カルテは、医療搬送適用患者と一緒にＳＣＵへ引き継ぐため、コピ

ーをするなどして記録の保管には十分留意します。 

 

 

４ 遺体検案所への搬送 

ア 災害拠点病院に搬入されたときに既に死亡している者及び当該病院で死亡した者は、

病院内の遺体仮安置場所に一旦安置し、所轄警察署にその旨を届け出ます。 

 

イ 遺体は、所轄警察署の指示に基づき、市町の指定する遺体検案所に搬送します。 

 

ウ 遺体の検案等は、原則として、市町が指定する遺体検案所において警察の指示により

実施されます。 

 

 

５ 広報 

（１） 広報窓口の設置 

ア 医療救護活動に支障を来さないように、医療救護対象者の家族や報道機関からの問い

合わせに応じる広報窓口を設置します。 

 

（２） 医療救護対象者の親族への対応 

ア 広報窓口担当者は、既入院患者及び来院又は搬送され収容している医療救護対象者に

関する情報の照会に応じます。 

 

イ 他の病院又はＳＣＵに転送若しくは搬送した医療救護対象者のリストや遺体検案所に

搬送した者のリストを掲示します。 

 

（３） 報道機関への対応 
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ア 広報窓口担当者は、報道機関に対して情報提供、取材の受付を行います。 

 

イ 報道機関の取材に対しては、広報窓口担当者も必ず立会い、医療救護対象者のプライ

バシーの保護、医療救護活動への阻害防止を行います。 

 

ウ 広報窓口担当者は、当該病院に関する誤報があった場合には、直ちに当該報道機関に

対して訂正を申し入れます。 

 

 

 

 

 

＜共通様式＞県庁医務課、保健福祉事務所、市町、医療機関等の連絡に使用する様式 

 

 

共通様式 1-1 発災直後情報（代行入力依頼書） 

 

共通様式 1-2 詳細情報（代行入力依頼書） 

 

共通様式 1-3 医療救護活動状況報告 

 

共通様式 1-4 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書 

 

共通様式1-5 重症患者等受入要請書兼応諾連絡書 

（付表）患者詳細情報 

共通様式 1-6 物資等供給要請書兼応諾連絡書 

 

※「様式Ａ」（医薬品等供給要請書兼応諾連絡書）は、マニュアル１５「医薬品等（輸

血用血液製剤を含む）の供給及び薬剤師の派遣」に掲載 
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ライフライン・サプライ状況

（代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください。）

発災直後情報

（EMIS緊急時入力：代行入力依頼書）

日  　　時 　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　分

入院病棟の倒壊、または倒壊のおそれ 有 無

1　医療機関機能情報（該当項目を○で囲ってください。）

電気の通常の供給 無 有

水の通常の供給

共通様式１-１

送 信 先

発信元

医療機関名 担当

電話番号 FAX番号

メールアドレス

※EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部に報告してくださ

い。（現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部で代行入力）

無 有

医療ガスの不足 不足 充足

医薬品・衛生資機材の不足 不足 充足

受信者

多数患者の受診 有 無

職員の不足 不足 充足

整理番号 第　　　　　号

2　その他（上記以外で支援が必要な理由があれば記入してください。）
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共通様式１－２　①

1　施設の倒壊、または倒壊のおそれ（該当項目を○で囲ってください。）

2　ライフライン・サプライ状況（該当項目を○で囲ってください。）

3　医療機関の機能（該当項目を○で囲ってください。）

詳細情報　　第　　　　報

（EIMS詳細入力：代行入力依頼書）

送 信 先

発信元

医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号

無

日　    　時 　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　　分

入院施設 有 無 救急外来 有 無

一般外来 有 無 手術室 有

その他（上記以外に倒壊、または破損のおそれのある施設の状況を記入してください。）

電気の

使用状況
停電中

発電機

使用中
正常

残り（発電機使用中

の場合）
半日  ・  １日  ・  ２日以上

半日  ・  １日  ・  2日以上

医療ガスの

使用状況

枯渇
供給の

見込無し

供給の

見込有り

残り（供給の見

込無しの場合）
半日  ・  １日  ・  2日以上

配管破損の有無 有 無

水道の

使用状況
枯渇

貯水・給水

対応中

井戸

使用中
正常

残り（貯水・給水

対応中の場合）

半日  ・  １日  ・  2日以上

食糧の
使用状況

枯渇
備蓄で
対応中

通常の供給
残り（備蓄で対
応中の場合）

半日  ・  １日  ・  2日以上

医薬品の

使用状況
枯渇

備蓄で

対応中
通常の供給

残り（備蓄で対

応中の場合）

不足している医薬品（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

手術可否 不可 可 人口透析可否 不可 可
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9　その他（アクセス状況等、特記事項を記入してください。）

※EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、現地保健医療調整本部又は保健医療調整本部に報告してください。（現地保

健医療調整本部又は保健医療調整本部で代行入力）

8　職員数

共通様式１－２　②

在院患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

発信元 医療機関名

実働病床数 床

発災後受け入れた患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

4　現在の患者状況（数値を記入）

重症度別患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

人 護送 人

災害時の診療能力（災害時の受け入れ重症患者数） 人

人工呼吸 人 酸素 人 担送

重症度別患者数 重症　（赤） 人 中等症　（黄） 人

人 護送 人

外来受付状況 受付不可 救急のみ 下記の通り受付

人工呼吸 人 酸素 人 担送

医師総数 人
DMAT

医師数
人

時間帯　1 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

時間帯　2 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

時間帯　3 時　　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　　　分

整理番号 第　　　　　号

受信者

5　今後、転院が必要な患者数（数値を記入）

6　今後受け入れ可能な患者数（数値を記入）

7　外来受付状況及び外来受付時間

人
業務調整

員数
人

DMAT

看護師数

出勤職員数

出勤医師数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）

出勤看護師数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）

その他出勤人数 　　　　　　　人　（内、DMAT隊員数　　　　　　人）
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区分 区分 区分 区分

医療従事者等派遣　　要請書

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

現地保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

市町村派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

医療従事者等派遣　応諾連絡所

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

必要人員
活動場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

担当者 担当者 担当者 担当者

参集場所 備考

共通様式１－４

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者要請
要請 要請

連絡 連絡連絡
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区分 区分 区分 区分

重症患者受入要請書　兼　応諾連絡書

受け入れ先

医療機関

搬送手段の有無 備考

要請元記載項目 応諾機関記載項目

tag.

no.
氏　　名 年齢 性別

症　　状
（トリアージ区分も記載）

調整機

関区分

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

※患者詳細情報（付表あり）

共通様式１－５

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者

要請 要請 要請

連絡 連絡 連絡
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区分 区分 区分

物資等供給要請書　兼　応諾連絡書

要請物資等 供給物資等

品　名 規格等 数量 備考 ④市町村 ⑤現地保健医療

調整本部

⑥保健医療

調整本部
備考

担当者 担当者

受渡し場所 備考

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

共通様式１－６

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 機関名 区分 機関名 機関名

担当者 担当者

要請 要請要請

連絡 連絡 連絡
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 ＤＭＡＴとは 

 
大地震及び航空機・列車事故等の災害時に被災地域に迅速に駆けつけ、救急治療や病院

支援等を行うための専門的な訓練を受けた医師、看護師、業務調整員（医師、看護師以外

の医療職員又は事務職員）で構成される医療チームです。このうち、本県の医療機関のチ

ームを佐賀ＤＭＡＴと呼びます。 

 

 このマニュアルの取扱い 

 
このマニュアルは、佐賀県で災害が発生した場合の県内での医療救護活動の指針となる

ものですが、県が別途定める佐賀県災害派遣医療チーム（佐賀ＤＭＡＴ）運営要綱等及び国が

定める日本ＤＭＡＴ活動要領と相違がある場合は、これらの要綱等及び要領を優先します。 

 

１ ＤＭＡＴの概要 

（１） ＤＭＡＴの活動 

ア 病院支援   災害拠点病院、二次救急病院等多くの傷病者に対応する医療機関からの

情報発信、当該病院でのトリアージや診療の支援、広域医療搬送のための

トリアージを実施します。 

 

イ 地域医療搬送 県又は市町が実施する域内での搬送（災害現場又は救護所から被災地域

内の医療機関へ、被災地域内の医療機関から近隣地域の医療機関へ、被災

地域内の医療機関からＳＣＵへの患者搬送）の支援を実施します。 

 

ウ 現場活動    災害現場又は救護所等におけるトリアージ、救急治療等を実施します。 

 

エ 保健医療調整本部支援 保健医療調整本部内におけるＤＭＡＴ調整本部の設置を通じ、

保健医療調整本部の運営補助を行います。また、災害時に県が配

置する県・地域災害医療コーディネーターの活動を支援します。 

 

（２） ＤＭＡＴの活動拠点 

ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ調整本部や活動拠点本部を設置し活動します。病院に支援に入る

場合は、当該病院管理者の指揮下に入り、病院スタッフと協力して支援活動を行います。

また、このうち、下記ア～ウの本部等には、必要に応じて日本ＤＭＡＴ事務局の要員、県

内外の統括ＤＭＡＴ、ＤＭＡＴロジスティックチームが支援に入ることがあります。 

 

ア ＤＭＡＴ佐賀県調整本部（保健医療調整本部内に設置） 
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被災地域内に設置された各ＤＭＡＴ活動拠点本部間の調整を行う拠点であり、統括Ｄ

ＭＡＴが調整本部責任者となります。統括ＤＭＡＴが県災害医療コーディネーターであ

る場合には、県災害医療コーディネーターを兼務することとなります。 

 

イ ＤＭＡＴ活動拠点本部（災害拠点病院に設置） 

ＤＭＡＴの病院支援及び現場活動等の指揮・調整を行います。先着した統括ＤＭＡＴ

が責任者となりますが、先着したＤＭＡＴに統括ＤＭＡＴがいない場合は、統括ＤＭＡ

Ｔが到着するまで先着したＤＭＡＴの医師が責任者として活動します。 

 

ウ ＤＭＡＴ病院支援指揮所（各医療機関に設置） 

当該医療機関に参集したＤＭＡＴが行う病院支援活動の指揮を行います。 

 

エ ＤＭＡＴ現場活動指揮所（災害現場周辺に設置） 

ＤＭＡＴの現場活動の指揮を行います。 

 

オ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所（航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）に設置） 

ＤＭＡＴが行う広域医療搬送活動等の指揮及び調整を行います。先着した統括ＤＭＡ

Ｔが責任者となりますが、先着したＤＭＡＴに統括ＤＭＡＴがいない場合は、統括ＤＭ

ＡＴが到着するまで先着したＤＭＡＴの医師が責任者として活動します。 

   なお、佐賀県では常設のＳＣＵを設けていない状況にあり、当面は、災害初期におい

てはドクターヘリ基地病院である佐賀大学医学部附属病院にＳＣＵを設けるものとし、

災害の状況に応じて佐賀空港へ臨時のＳＣＵを設置することを検討する。 
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（３） 佐賀ＤＭＡＴの整備状況 

県内には、日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームが26チーム（8病院）あります。 

（平成 31 年 1 月 1 日現在） 

 

県内 DMAT 配備状況 H31.1.1 現在   

 

 現在の人員状況 

  医師 看護師 調整員 隊員数  チーム数

好生館 12 13 7 32  6

佐大 8 12 7 27  6

日赤 3 6 4 13  3

嬉野 7 8 4 19  4

多久 3 6 3 12  3

伊万里有田 1 6 3 10  1

白石 1 6 3 10  1

鹿毛 2 5 3 10  2

指定医療機関外 1 2 2 5  1

合計 38 64 36 138  27

 

 

保健医療調整本部 
佐賀県災害対策本部 

佐賀県 

市町 

本部 
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（４） 佐賀ＤＭＡＴへの待機及び出動要請 

 

（佐賀ＤＭＡＴへの待機要請） 

ア 県又は厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）は、県内で地震その他の災害が発生しＤＭＡＴ

の出動が必要となる可能性がある場合は、ＤＭＡＴ派遣のための待機を県内のＤＭＡＴ

指定病院に要請します。 

 

イ 県内で、強い揺れの地震があった場合、津波警報（大津波）が発表された場合など、

大きな災害が予測されるときは、全てのＤＭＡＴ指定病院は、県又は厚生労働省等から

の要請を待たずにＤＭＡＴの派遣のための待機を行います。 

 

（佐賀ＤＭＡＴの出動要請） 

ウ 県は、佐賀県災害派遣医療チーム（佐賀ＤＭＡＴ）運営要綱等に規定される基準も考

慮のうえ、速やかに県内のＤＭＡＴ指定病院に対してＤＭＡＴの派遣を要請します。 

   また、ＤＭＡＴの出動要請を行った場合には、統括ＤＭＡＴに対し、別表に定めると

ころにより県庁への出動を要請します。 

 

（県内統括ＤＭＡＴの県庁への出動要請連絡順） 

順位 医療機関名 

① 佐賀大学医学部附属病院 

② 佐賀県医療センター好生館 

③ 佐賀大学医学部附属病院 

④ 白石共立病院 

⑤ やよいがおか鹿毛病院 

⑥ 嬉野医療センター 

⑦ 唐津赤十字病院 

⑧ 伊万里有田共立病院 

※統括ＤＭＡＴ個人へではなく、医療機関への要請とし、要請を受けた医療機関において派

遣者を調整検討のうえ、県へ派遣の可否を回答する。 

※初期は、県庁最寄りの佐賀大学医学部附属病院及び佐賀県医療センター好生館を優先する。 

※以降は、県庁から近い順とし、派遣対応できない場合は、次の順位に打診する。（主な被

災地所管の災害拠点病院は除外する。） 
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佐賀県災害派遣医療チーム（佐賀ＤＭＡＴ）運営要綱での出動要請規定 

佐賀ＤＭＡＴの出動基準は、次のいずれかの場合とする。 

① 地震などの自然災害や大規模交通事故等により、局地的に３０名以上の傷病者が
発生した場合又は発生が見込まれる場合 

② 佐賀県災害派遣医療チームが出動し対応することが効果的であると認められる場
合として、別に定める基準に該当する場合 

 

 

佐賀ＤＭＡＴ運営要綱実施細則での出動要請規定 

運営要綱第６条第１項第２号の規定による別に定める基準は、次のとおりとする。 

(1) 事故等により破損車両に挟まれ救出までに時間を要する負傷者が多発し、「瓦礫の下

の医療」が必要とされる場合 

(2) 前号に定めるものの他、事故等により負傷者が多発し、消防本部が通常の救急業務の

一環として行う医師派遣だけでは十分な対応が困難であると判断した場合 

※出動基準は、別表の「佐賀県ＤＭＡＴの派遣要請基準に係る整理表」を目安に判断す

る。 

 

 

佐賀ＤＭＡＴ運営実施細則での待機要請・解除の規定 

第７条 県は、災害発生時に被災地外から被災地内への医療支援が必要となる可能性があ

る場合、指定病院に佐賀県ＤＭＡＴの待機を要請することができる。 

２ 県は、前項による待機要請をした場合において、被災地の状況等から、佐賀県ＤＭＡ

Ｔによる医療支援が必要となる可能性がなくなったと判断したときは、待機要請を解除

する。 

３ 第１項による待機要請及び前項による待機要請の解除の手順は、派遣要請の手順に準

じて行う。 

 

 

佐賀ＤＭＡＴ運営実施細則での出動要請方法の規定 

第６条 運営要綱第７条に定める派遣要請は、別表２「佐賀県ＤＭＡＴ関係機関連絡網」

に定める電話番号へ、災害時優先電話（固定電話又は携帯電話）等により連絡するもの

とし、連絡後、速やかに別記様式第８号により要請内容をＦＡＸする。 
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２ 佐賀県外からのＤＭＡＴの派遣 

県外からのＤＭＡＴの派遣は、原則として被災地域である県の派遣要請に基づき、要請

を受けた他の都道府県が派遣するものです。ただし、厚生労働省は当分の間、被災地域の

派遣要請がない場合であっても、緊急の必要があると認めるときは、都道府県等に対して

ＤＭＡＴの派遣を要請することができるとしています。 

 

（１） ＤＭＡＴの待機要請 

ア 各都道府県、厚生労働省等は、自然災害又は人為災害が発生し、被災地域外からの医

療の支援が必要な可能性がある場合は、それぞれのＤＭＡＴ指定医療機関に対して派遣

のための待機を要請します。 

 

イ 次の場合には、全てのＤＭＡＴ指定医療機関は被災の状況にかかわらず、都道府県又

は厚生労働省等からの要請を待たずにＤＭＡＴ派遣のための待機を行います。 

(ｱ) 東京都23 区で震度５強以上の地震が発生した場合 

(ｲ) 以外の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

(ｳ) 国内で津波警報（大津波）が発表された場合 

(ｴ) 東海地震注意情報が発表された場合 

(ｵ) 国内で大規模な航空機墜落事故が発生した場合 

 

（２） ＤＭＡＴの派遣要請 

ア 県は、県外からの医療の支援が必要な規模の災害に対応するため、以下の基準（日本

ＤＭＡＴ活動要領に規定）に基づき、管下の統括ＤＭＡＴ登録者等の意見を聴いて、速

やかにＤＭＡＴの派遣を他の都道府県、厚生労働省に要請します。 

 

(ｱ) 県内で、震度６弱の地震又は死者数が２人以上50 人未満若しくは傷病者数が20 名以
上見込まれる災害が発生した場合 

⇒県内のＤＭＡＴ指定病院に対してＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

(ｲ) 県内で、震度６強の地震又は死者数が50 人以上100 人未満見込まれる災害が発生し
た場合 

⇒県内のＤＭＡＴ指定病院並びに九州・沖縄ブロックに属する県（福岡県、長崎県、熊本

県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）に対してＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

(ｳ) 県内で、震度７の地震又は死者数が100 人以上見込まれる災害が発生した場合 
⇒県内のＤＭＡＴ指定病院並びに全国の都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請します。 

 

イ 地方ブロックの名称及び当該ブロックに属する都道府県は、次のとおりです。 
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(ｱ) 北海道ブロック：北海道 

(ｲ) 東北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 

(ｳ) 関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

(ｴ) 中部ブロック：富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知

県、三重県 

(ｵ) 近畿ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

(ｶ) 中国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

(ｷ) 四国ブロック：香川県、愛媛県、徳島県、熊本県 

(ｸ) 九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島

県、沖縄県 

 

（３） 各都道府県ＤＭＡＴの派遣 

ア 本県又は厚生労働省から派遣要請を受けた都道府県は、管内のＤＭＡＴ指定医療機関

に派遣を要請し、派遣要請を受けたＤＭＡＴ指定病院は、待機が完了しているＤＭＡＴ

から順次派遣を行います。 

 

イ 本県又は厚生労働省が指定する参集拠点（災害拠点病院、航空搬送拠点等）に参集し、

そこで活動内容の指示を受けます。 

 

ウ 参集してくるＤＭＡＴは、ＥＭＩＳに携行資機材や構成メンバー、連絡先（衛星携帯

電話番号等）、現在の移動場所などを入力しながら参集してくるため、その情報は保健

医療調整本部からも確認できます。 

 

エ 医療資機材や通信手段、移動手段や食料、水、寝袋など自己完結を前提とした装備を

有して参集してきます。 

 

（４） 佐賀県内でのＤＭＡＴの指揮・調整 

ア 保健医療調整本部は、県内で活動する全てのＤＭＡＴを、保健医療調整本部内に設置

するＤＭＡＴ佐賀県調整本部を通じて統括します。 

 

イ ＤＭＡＴ佐賀県調整本部は、保健医療調整本部の指揮の下、県内で活動する全てのＤ

ＭＡＴの指揮・調整及び各ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置を行います。 

 

ウ 被災地域の各ＤＭＡＴ活動拠点本部及びＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所は、ＤＭＡＴ佐賀県

調整本部の指揮の下、被災地域内で活動するＤＭＡＴの病院支援活動、現場活動及び広

域医療搬送などの直接的な指揮・調整を行います。 

 

エ 各ＤＭＡＴ本部は、病院支援、現場活動及びＳＣＵ活動を指揮するために、必要に応

じてＤＭＡＴの活動場所に指揮所を設置します。 
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オ 県内の病院に支援に入るＤＭＡＴは、当該施設の管理者の指揮下に入り支援活動を行

います。 

 

（５） ＤＭＡＴロジスティックチーム 

県は、災害の規模に応じて、厚生労働省・ＤＭＡＴ事務局と調整のうえ、他の都道府

県、厚生労働省に対してＤＭＡＴロジスティックチーム隊員の派遣を要請します。 
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 ＪＭＡＴとは 

日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Team）は、被災者

の生命及び健康を守り、被災地の公衆衛生を回復し、地域医療や地域包括ケアシステムの

再生・復興を支援することを目的とする災害医療チームである。 

ＪＭＡＴは、災害発生時、被災地の都道府県医師会の要請に基づく日本医師会からの依

頼により、全国の都道府県医師会が、郡市区医師会や医療機関などを単位として編成する。 

ＪＭＡＴの活動内容は、主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康

管理、被災地の病院・診療所への支援（災害前からの医療の継続）である。さらに、医療

の提供という直接的な活動にとどまらず、避難所の公衆衛生、被災者の栄養状態や派遣先

地域の医療ニーズの把握と対処から、被災地の医療機関への円滑な引き継ぎまで、多様か

つ広範囲に及ぶ。 

  なお、佐賀県医師会で組織する「ＪＭＡＴ佐賀」は、ＪＭＡＴの傘下である。 

  また、ＪＭＡＴ佐賀を含むＪＭＡＴのチーム編成は、必ずしもＤＭＡＴのチーム編成と

同様ではない。 

 

 

１ ＪＭＡＴの派遣要請 

（１） ＪＭＡＴ佐賀の派遣要請 

ア 県は、県災害医療コーディネーターとの協議などにより、ＪＭＡＴ佐賀の派遣が必要

と判断した場合には、佐賀県医師会との協定に基づき、速やかに佐賀県医師会に対して

ＪＭＡＴ佐賀の派遣を要請します。 

   また、ＪＭＡＴ佐賀の出動要請を行った場合には、県医師会に対し、保健医療調整本

部へのリエゾン派遣を要請します。 

 

 イ 県医師会は、県内で災害が発生した場合であって、県の派遣要請を受けるいとまがな

い等緊急やむを得ないときは、県医師会の判断によりＪＭＡＴ佐賀を派遣する。 

 

 ウ 県は、県医師会に対しＪＭＡＴ佐賀の派遣要請を行った場合は、参集し活動拠点とな

る保健福祉事務所名を連絡します。 

 

（２） ＪＭＡＴの派遣要請 

 ア 県は、保健医療調整本部において県災害医療コーディネーターとの協議により、ＪＭ

ＡＴ佐賀に加え、ＪＭＡＴの派遣が必要と判断した場合には、佐賀県医師会を通じ、Ｊ

ＭＡＴの派遣を要請します。 

 

 イ 要請する場合は、必要な業務内容・必要なチーム数（不明であれば医師数でカウント）・
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活動予定期間を示して要請します。 

 

 ウ ＪＭＡＴ派遣決定の連絡を受けた場合は、派遣決定チーム数に応じて派遣先の医療圏

を選定し、参集し活動拠点となる保健福祉事務所の名称・場所・電話番号等を伝達しま

す。 

 

 エ ＪＭＡＴは移動手段を伴い移動して来るとは限らないので、ＪＭＡＴの派遣要請を行

う場合には、移動手段の確保も並行して検討します。 
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 ＤＰＡＴとは 

 

自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害が発生した場合、被災地域の精神

保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生じる

等、精神保健医療への需要が拡大します。 

このような災害の場合には、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制

との連携、各種関係機関等とのマネジメント、専門性の高い精神科医療の提供と精神保健

活動の支援が必要となります。 

このような活動を行うため、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チームがＤ

ＰＡＴです。 

 

 このマニュアルの取扱い 

 

このマニュアルは、佐賀県で災害が発生した場合の県内での医療救護活動の指針となる

ものですが、県が別途定める佐賀県災害派遣精神医療チーム（佐賀ＤＰＡＴ）運営要綱等

及び国が定めるＤＰＡＴ活動要領と相違がある場合は、これらの要綱等及び要領を優先し

ます。 

 

１ ＤＰＡＴの概要 
（１） ＤＰＡＴの活動 
 ア 本部活動 ＤＰＡＴの指揮調整、情報収集、関係医療機関との連絡調整等を行います。 
 
イ 情報収集とアセスメント 被災が予想される精神科医療機関、避難所、医療救護等の状

況把握、精神保健医療に関するニーズアセスメントを行いま
す。 

 
ウ 情報発信 活動内容の報告、被災地域での関係機関への情報発信を行います。 
 
エ 精神科医療の提供 被災した医療機関への専門的支援を行います。 
 
オ 精神保健活動への専門的支援 地域の医療従事者、救急隊員、自治体職員等の専門的

支援を行います。 
 
カ 普及啓発 被災地域に精神保健医療に関する普及啓発活動を行います。 
 
キ 活動記録 被災活動地域での活動記録をＥＭＩＳ、Ｊ－ＳＰＥＥＤに記録を残します。 
 
ク 活動状況の引き継ぎ 後続のＤＰＡＴへの情報の引き継ぎ、医療スタッフや避難所の 

担当者や保健師への情報を提供します。 
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（２） ＤＰＡＴの活動拠点 
ＤＰＡＴは、ＤＰＡＴ調整本部や活動拠点本部を設置し活動します。病院に支援に入

る場合は、当該病院管理者の指揮下に入り、病院スタッフ、ＤＭＡＴと協力して支援活

動を行います。また、このうち、下記ア及びイの本部等には、必要に応じて県内外の統

括ＤＰＡＴ、ＤＰＡＴロジスティックチームが支援に入ることがあります。 

 

ア 佐賀県ＤＰＡＴ調整本部 (佐賀県保健医療調整本部内に設置) 

災害発災時に、佐賀県保健医療調整本部長の指示のもと、ＤＰＡＴ活動を統括する機

関として設置。厚生労働省、ＤＰＡＴ事務局、佐賀県精神科病院協会等の関係機関との

連携を図りながら佐賀県管内で活動する全てのＤＰＡＴの指揮・調整とロジスティクス

やＤＰＡＴ活動拠点本部の設置場所と担当地域、主な活動内容についての指示行います。 

 

イ 佐賀県ＤＰＡＴ活動拠点本部（災害拠点病院、災害拠点精神科病院、保健福祉事務所等） 

ＤＰＡＴ調整本部及び現場活動等の連絡・調整を行います。 

先着したＤＰＡＴ先遣隊のＤＰＡＴ統括者が責任者となりますが、先着した先遣隊に

統括者いない場合は、統括者が含まれるＤＰＡＴ先遣隊が到着するまで、先着した医師

が責任者として活動を行います。 

 

（３） 佐賀県ＤＰＡＴの整備状況 

県内には、肥前精神医療センターで編成するＤＰＡＴ先遣隊を含む、佐賀県ＤＰＡＴ

隊員として１９３名が登録しています。（平成３１年３月３１日現在） 

 
（４） ＤＰＡＴの出動基準 

   佐賀県ＤＰＡＴは、次の各号のいずれかに該当し、県が佐賀県ＤＰＡＴの活動が必要
と判断した場合に出動することとし、必要に応じ関係機関等に派遣を依頼する。 

 
  ・県内で災害救助法を適用した災害が発生した場合 

 ・県内市町から派遣要請があった場合 

 ・厚生労働省又は他の都道府県から派遣要請があった場合 

  ・その他知事が必要と判断した大規模災害及び大事故等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 
 

指揮・命令 

２ 指揮命令系統 
 

【佐賀県ＤＰＡＴ活動における指揮命令系統】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊佐賀県 DPAT 及び県外 

DPAT は DPAT 活動拠 

点本部の指揮の下で活動 

連携 

調整 

指揮 

佐賀県災害対策本部 
佐賀県保健医療調整本部 

佐賀県 DPAT 調整本部 
 

本部長：精神保健福祉センター所長 

副本部長：DPAT 統括者 

DPAT 事務局担当者 
（障害福祉課・精神保健福祉センター） 連携 

調整 

佐賀県 DMAT 

調整本部 
（統括 DMAT） 

各種医療保健 

チームの連絡窓口

佐賀県災害医療 

コーディネーター 

指揮・命令 

報告 

佐 

賀 

県 

指揮・命令 

厚生労働省

（DPAT 事務局）

指揮・命令 

＊DPAT 活動拠点本部は 

佐賀県 DPAT 調整本部の 

指揮の下で活動 

情報共有 

各種要請 

調整 

保健福祉事務所 

DPAT 活動拠点本部 
（災害拠点病院・災害拠点精神科病院 

 県保健福祉事務所等に設置） 

DMAT 

活動拠点本部 
保
健
所
圏
域
・
市
町
等 

被

災

地

域

DMAT 佐賀県 DＰAT 

県外 DＰAT 

他の保健医療チーム

精神科病院・ 

避難所・住宅・

仮設住宅等 

連携 

報告・連絡 報告・連絡 

報告・連絡 報告・連絡 
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３ 災害対応の流れ 
（１） 県内で災害が発生した場合 

① 保健医療調整本部長は、速やかに被災状況等を把握し、県ＤＰＡＴ調整本部の設置を

指示する。 

② 県ＤＰＡＴ調整本部長は、構成機関職員を参集し、佐賀県ＤＰＡＴの活動地域を決定

する。 

③ 保健医療調整本部長は、佐賀県ＤＰＡＴ（先遣隊）関係医療機関等に対し、出動要請

を行う。 

  ④ 佐賀県ＤＰＡＴ（先遣隊）出動 

    （その後必要に応じ順次後続の佐賀県ＤＰＡＴの出動要請・派遣を行う） 

  ⑤ 出動した佐賀県ＤＰＡＴは、ＤＰＡＴ活動拠点本部に参集し、配置される現場のＤＰ

ＡＴ責任者と活動内容、活動場所、スケジュール等について協議し、速やかに支援活

動を開始する。 

   ⑥（①～⑤と並行して）保健医療調整本部長は、被災地の状況及び佐賀県ＤＰＡＴの活

動状況等を検討し、県外のＤＰＡＴの応援が必要と判断した場合は、速やかに厚生

労働省（ＤＰＡＴ事務局）又は他の都道府県に、応援要請を行う。 

  ⑦ 佐賀県ＤＰＡＴ及び県外ＤＰＡＴの派遣や受け入れの調整及び活動の統括は、県ＤＰ

ＡＴ調整本部が行う。 

 

 ※県外での災害発生に伴う派遣に関しては、佐賀県災害派遣精神医療チーム（佐賀ＤＰＡ

Ｔ）運営要綱を参照。 

 

 

４ ＤＰＡＴ活動の基本的心構え 

ＤＰＡＴ活動の基本的心構えを示す。「佐賀県ＤＰＡＴ」の一員として、自覚と責任の

ある行動を心掛ける。また県の要請、指揮下のもとでの活動を基本とする。 

 

＜被災地での活動＞ 

• ＤＰＡＴ活動 3原則（SSS）に従う。 

（Support:名脇役であれ、Share:積極的な情報共有、Self-sufficiency:自己完結型の

活動） 

• 支援者として活動する場合、常に他者から「評価される」立場にあることを自覚して

行動する。 

• 支援者自身がストレスを抱えやすい環境にあることを理解し、セルフケア、相互ケア

を行う。 

• 活動に支障をきたすことがないよう、健康管理に気をつける（宿泊場所の確保、睡眠

時間・休養の確保、適切な業務量等） 

• チーム内のみでなく、他の医療チームとも協働して活動する。 
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• 専門性を追求しすぎず、現地のニーズに臨機応変に対応できるように心がける。 

• 活動に際して得られた個人情報等は、慎重に取り扱う。 

• 好奇の視点でＳＮＳでの投稿等を行わない。 

• 被災者の権利・利益が第一であり、倫理的に十分に検討及び配慮されていない状況で

の調査・研究活動は実施しない。 

• 自己判断で報道取材に対応しない。 

 

＜非被災地での活動＞ 

• 現場活動を支える後方支援体制を整える。 

• 現地で活動するチームが、より効率よく支援活動に従事できるように配慮する。 

• 被災地での活動が惨事ストレスにつながる可能性もある。活動を終了し自施設に戻っ

てきた隊員を労い、必要であれば適切な休養を取るよう勧める。 

 

 

被災地にとって喜ばれる良いチームとは、 

「現地を優先」「連携できる」「持続性のある」「統制がとれた」チームである。 
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５ ＤＰＡＴチーム派遣前後の動き 

  発災前の平時から派遣準備、派遣期間、活動終了時までの「佐賀県ＤＰＡＴ」登録病院と

そのＤＰＡＴ隊員の動きを表１に示す。 

 
表１ 「佐賀ＤＰＡＴ」登録病院、ＤＰＡＴ隊員の派遣前後の動き 

 「佐賀県 DPAT」登録病院 「佐賀県 DPAT」隊員 

平
時 

・佐賀県の要請に基づき、登録を行い、隊

員が DPAT 事務局で行う研修に参加す

る。 

・定期的に県が行う DPAT 研修を受ける。

・災害時のこころのケアについて学ぶ。 

・家族に対して、自分が DPAT 隊員に登録

しており、発災時には派遣される可能性が

あることに理解を得ておく。 

・常備薬や防寒用の衣服等の個人で必要な物

品を準備する。 

発
災
・
派
遣
準
備 

・DPAT 派遣が予想される大規模な災害が

起きた場合、派遣を予想し体制を整える。

・厚生労働省、県の派遣要請に対し、チー

ムとしての回答をすみやかに行う。 

・派遣にむけて、家族の了承を得る。 

・派遣に向けて、仕事の調整を行う。 

・DPAT研修の内容を見直し、「佐賀県DPAT

活動マニュアル」を読み直す。 

・県外へ派遣される時、派遣先のマニュア

ル・情報等がある場合にはそれに目を通

し、携行する。 

・派遣前にチームでミーティングを行い、活

動内容、情報、物品等の確認を行う。 

・常備薬や防寒用の衣服等の個人で必要な物

品を準備する。 

派
遣
期
間 

・DPAT 隊員が安心して被災地での活動に

専念できるよう県と連携して後方支援す

る。 

・往復の移動時、派遣期間中を通じて、自身

の健康と安全を維持して活動する。 

・県・登録病院と定期的に情報共有を行う。

活
動
終
了
時 

・隊員に対し、労をねぎらい十分な休養を

とらせる。 

・不在期間の仕事が個人の負担となること

のないように配慮する。 

・不在期間に構成員の仕事をカバーした他

職員に対しても労をねぎらう。 

・帰着後、県、登録病院や所属先に報告を行

い、活動から得られた知見等に基づいて提

案や提言を行う。 

・休息を十分にとる。 

二回目以降の派遣の可能性も考慮し、体制や体調を整える。 

佐賀県 DPAT 調整本部の指示を受け、DPAT 活動の方向性や注意点を確認する。
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６ ＤＰＡＴ活動内容 

ＤＰＡＴが被災地域で行う活動内容の概略を表２に示す。 
 
表２ ＤＰＡＴ活動内容一覧 

活動 対象 活動内容 

情報収集と 

アセスメント 

 ・調整本部や活動拠点本部でのミーティングへの参加、他機

関（DMAT・消防・自衛隊・警察等）との連携を通じて、

情報共有をはかる。 

・調整本部・活動拠点本部の指示のもと、被災が予想される

精神科医療機関、避難所、医療救護所等へ直接出向き、状

況の把握に務める。 

・収集した情報を基に、DPAT 活動に関するニーズのアセ

スメントを行う。 

情報発信と 

引継ぎ 

 ・調整本部や活動拠点本部に、活動内容や収集した情報（ア

セスメント内容も含む）の報告を行う。また、必要時他機

関へ情報提供し、連携して活動を行う。 

・J-SPEED・EMIS を活用し、厚生労働省やＤＰＡＴ事務

局との情報共有を行う。 

・被災地域の支援者を煩わせず、切れ目のない活動を実施す

るために、派遣前後のチーム間で活動の引継ぎを確実に行

う。 

被災した 

既存の精神医

療システムの

支援 

被災地の 

医療機関 

被災者 

・被災した地域精神科医療機関の機能を補完し、外来・入院

診療の補助や物資供給の調整の補助等を行う。 

・避難所、在宅の精神疾患を持つ被災者に対して継続的、か

つ適切な精神科医療を提供する。 

災害のストレ

スによって生

じた問題への

対応 

被災者 ・災害のストレスによって心身の不調をきたした被災者への

対応。 

・災害時に生じるストレス反応について心理教育等を行い、

今後発生すると思われる精神疾患、精神的不調を予防す

る。 

・地域医療への橋渡しとして、支援活動を行う。 

支援者支援 被災地の 

支援者 

・支援者（医療従事者、救急隊員、行政職員、保健職員等）

に対して、支援活動への助言や支援者自身に関する相談を

行う。 

・啓発活動として支援者向けの研修を行う。 

普及啓発活動 被災地の 

支援者・ 

地域住民 

・被災地域のニーズに応じて、行政、教育、保健福祉等の関

係者や住民へ向けて、メンタルヘルスに関する普及啓発活

動を行う。 



- 82 - 
 

７ ＤＰＡＴ活動の記録、報告 

一日の活動が終了した後、その日の活動について記録し、報告を行う。 
 
表３ 記録取り扱い表 

種別 種類 用途 報告・保存先 記録先 記録方法 報告・保存方法 

活

動

記

録 

Ⅰ 

 

「佐賀県 DPAT」 

活動日報 

J－SPEED 

DPAT の 

１日の 

活動 

記録 

報告： 

佐賀県 DPAT 関係者 

 

 

保存： 

J－SPEED 

所属本部 

（保存方法について

は、被災都道府県の

指示に従うものとす

る。） 

ＷＥＢ 

 

プ リ ン

ト ア ウ

ト し た

紙 

データ入力 

 

書き込み 

J－SPEED 操作マニュアル参

照 

J－SPEED のデータ紙印刷 

（被災都道府県に提供） 

 

（DPAT 事務局ホームペー

ジ） 

 

個

人

記

録 

Ⅱ 

J－SPEED 

（個票） 

診療日 

主病名 

健康事象 

健康状態 

診療地点 

 

災害診療記録 

患 者 情

報 

保存 

J－SPEED 

 

所属本部 

（保存方法について

は、被災都道府県の

指示に従うものとす

る。） 

ＷＥＢ 

 

プ リ ン

ト ア ウ

ト し た

紙 

データ入力 

 

書き込み 

J－SPEED 操作マニュアル参

照 

 

（DPAT 事務局ホームペー

ジ） 

管

理

簿 

Ⅲ 

「佐賀県 DPAT」 

医薬品管理簿 

（任意様式） 

医 薬 品

管理 

保存 

ＰＣ専用ファイル 

Ｐ Ｃ 専

用 フ ァ

イル 

データ入力 ＰＣファイルに綴る 
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（１） 方法 

ＤＰＡＴ活動の記録・報告、保存方法については記録取り扱い表を参照する。 

   ・ＤＰＡＴチーム引継時は、Ｊ－ＳＰＥＥＤのアプリのインストールを行う。 

   ・個人記録については、Ｊ－ＳＰＥＥＤの診療概況から患者一覧をクリックし情報を共

有する。 

   ・Ｊ－ＳＰＥＥＤの記録は、ＤＰＡＴ派遣終了後、地域支援者への引継資料となるため、

紙に印刷し、佐賀県に提供する。 
 
（２） 報告・保存先と目的 

① ＤＰＡＴ活動拠点本部 

被災地域の支援者がＤＰＡＴの活動状況をＥＭＩＳ・Ｊ－ＳＰＥＥＤで把握する。 

② 佐賀県ＤＰＡＴ関係者 

佐賀県ＤＰＡＴ関係者がＤＰＡＴの活動状況を把握しＥＭＩＳ・Ｊ－ＳＰＥＥＤ

で、活動方針を検討する。 

③ ＤＰＡＴ事務局と関係諸機関（ＥＭＩＳ・Ｊ－ＳＰＥＥＤ） 

被災・派遣都道府県等や厚生労働省がＤＰＡＴの活動状況の全体像を把握し、効率

的にＤＰＡＴの運用を行う。統計データとしても活用される。 

④ ＤＰＡＴ（引継ぎ） 

ＥＭＩＳ・Ｊ－ＳＰＥＥＤを活用し行う。 
 
（３） 記録・報告上の注意 

Ｊ－ＳＰＥＥＤに記録等をつける際には、患者状況を正確に入力する。 

※ＥＭＩＳ・Ｊ－ＳＰＥＥＤの取り扱いマニュアルについては、ＤＰＡＴ事務局ホー

ムページにより入手する。 

ＤＰＡＴ事務局ホームページ （https://www.dpat.jp/j-speed.php） 
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１ 日本赤十字社佐賀県支部 

（１） 日本赤十字社佐賀県支部へのリエゾン派遣要請 

県は、保健医療調整本部を設置した場合には、日本赤十字社佐賀県支部に対して、保健

医療調整本部へのリエゾン（日赤災害医療コーディネーター等）の派遣を求める。 

 

（２） 日本赤十字社佐賀県支部の活動 

  日本赤十字社佐賀県支部は、円滑な医療救護活動に資するため、県災害医療コーディネ

ーター、地域災害医療コーディネーター及びＤＭＡＴと連携を密にするものとし、保健医

療調整本部や現地保健医療調整本部に対しその活動結果を適時報告するものとする。 

 

 

２ その他の災害医療支援機関への派遣要請及びリエゾン派遣要請 

ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、ＤＰＡＴ、日本赤十字社佐賀県支部以外の災害医療支援協力機関

で、県とあらかじめ協定締結している機関（佐賀県歯科医師会、佐賀県薬剤師会、佐賀県

看護協会、佐賀県柔道整復師会等）に対しては、必要に応じその医療チーム等の派遣を要

請し、また保健医療調整本部へのリエゾン派遣を求める。 

 

（１） 佐賀県歯科医師会への派遣要請 

 ア 佐賀県歯科医師会との協定に基づく、歯科医療救護班の実施項目は以下のとおりであ

る。 

  ・歯科医療を要する傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供 
・後方医療機関への転送の要否及び順位の決定 
・避難所等における転送困難又は軽易な患者に対する歯科医療等の提供 
・その他状況に応じた措置 

 イ 県は、上述の実施項目の実施の必要性を認めた場合、協定に基づく歯科医療救護班の

派遣要請を行うものとする。 

 

（２） 佐賀県薬剤師会への派遣要請 

 ア 佐賀県薬剤師会との協定に基づく、薬剤管理班の実施項目は以下のとおりである。 

  ・救護所等における調剤及び服薬指導 

・医療救護班、医療チームにおける使用薬剤に関する助言 
・救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品、医療資機材等の仕分け、管理 
・救護所等で使用する医薬品、医療資機材の確保、供給 
・飲料水の水質検査等の公衆衛生活動 
・その他状況に応じた措置 
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 イ 県は、上述の実施項目の実施の必要性を認めた場合、協定に基づく薬剤管理班の派遣

要請を行うものとする。 

 

（３） 佐賀県看護協会への派遣要請 

 ア 佐賀県看護協会との協定に基づく、災害支援ナースによる看護班の実施項目は以下の

とおりである。 

・傷病者に対する治療優先度の選別 
・傷病者に対する応急処置及び看護 
・避難者等への保健指導、健康相談及び健康管理業務 
・避難所等の衛生管理 
・被災者に対する戸別訪問による健康相談業務 
・その他知事が必要と認めた事項 

 イ 県は、上述の実施項目の実施の必要性を認めた場合、協定に基づく看護班の派遣要請

を行うものとする。 
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１ 広域医療搬送の概要 

（１） 広域医療搬送の定義等 

ア 広域医療搬送とは、国が各医療機関の協力のもと、自衛隊機等の航空機を用いて対象

患者を被災地域内の航空搬送拠点から被災地外の航空搬送拠点まで航空搬送する医療搬

送をいう。 

イ 航空医療搬送は、被災地域及び被災地域外の民間や自衛隊の空港等に航空搬送拠点を

設置して行う。 

ウ 一方、「地域医療搬送」という概念があるが、それは、被災地内外を問わず、都道府

県、市町村及び病院が、各防災関係機関の協力を得て、ヘリコプター、救急車等により

患者を搬送する医療搬送（県境を越えるものも含む。）であって、広域搬送以外のもの

をいい、災害現場から被災地域内の医療機関への搬送、被災地域内の医療機関から近隣

地域への搬送、被災地域内の医療機関からＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）への搬

送及び被災地域外のＳＣＵから医療機関への搬送を含むものである。 

エ つまり、広域医療搬送とは、被災都道府県内（その周辺を含む。）の医療搬送では十

分な医療の提供ができない場合に、国の支援のもと、離れた都道府県まで患者を搬送す

ることを言う。 

オ なお、広域医療搬送の目的は、被災都道府県内の医療施設での治療が困難なため離れ

た都道府県の医療施設において緊急に手術や処置などを行うことにより、生命・機能予

後の改善が十分期待され、なおかつ搬送中に生命の危険の少ない病態の患者を、離れた

都道府県の医療施設まで迅速に搬送し治療することです。 

 

 

                         （広域医療搬送概念図） 
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（２） 広域医療搬送の適用 

（広域医療搬送の適用となる重症者の症状例） 

次のア～ウに該当する症状の患者は広域医療搬送の適用患者として判断しますが、絶対

基準ではなく、あくまでも相対基準であることに留意が必要です。 

ア 頭、胸、腹部等に重症の外傷がある患者 

イ 身体の一部が家屋に挟まれた等の既往がある患者（クラッシュ症候群） 

ウ 全身に中等度以上の熱傷がある患者（20≦BI≦50） 

 

（３） 不搬送基準 

次のア～ウに該当する症状の患者は広域医療搬送の不適用患者として判断しますが、

絶対基準ではなく、あくまでも相対基準であることに留意が必要です。 

 

ア 四肢体幹外傷 

Fi０２ 1.0 下の人工呼吸で、Sp０２ 95％未満 

急速輸液1,000ml 後に、収縮期血圧60mmHg 以下 

 

イ 頭部外傷 

意識がGCS≦8 又はJCS三桁で、かつ両側瞳孔散大頭部CTで

中脳周囲脳槽が消失 

 

ウ 広範囲熱傷 

BI>50 

 
 

２ 主な機関の役割分担 

（１） 国の役割 

ア ＤＭＡＴの派遣調整 

イ 広域医療搬送用航空機の確保・運航（広域医療搬送計画の策定） 

ウ 被災地域外の都道府県への、広域医療搬送患者の被災地域外での搬送手段及び受入医

療機関の確保の要請 

 

（２） 被災県の役割 

ア 航空搬送拠点の確保 

イ 航空搬送拠点での航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営 

ウ 災害拠点病院からＳＣＵまでの、患者搬送手段の確保・調整 

 

（３） ＤＭＡＴの役割 

ア 被災地域内の災害拠点病院等における広域医療搬送適用患者の選定 
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イ ＳＣＵにおけるトリアージ及び医療活動 

ウ ＥＭＩＳの医療搬送機能（ＭＡＴＴＳ）の運用 

エ 広域医療搬送中及び地域医療搬送中の患者の管理、応急処置 

 

 

３ ＳＣＵの設営 

（１） ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）とは 

ア 被災地域内の災害拠点病院等から搬送されてくる広域医療搬送適用患者を一時収容し、

同患者の症状の安定化を図り、広域医療搬送のためのトリアージを実施するための臨時

の医療施設として、必要に応じて航空搬送拠点に設置されるもの。 

イ ＳＣＵ設置主体   佐賀県 

ウ 運営方法         佐賀県とＤＭＡＴが連携して運営 

エ ＳＣＵ資機材     佐賀県で事前に確保するものとＤＭＡＴが持参する資機材 

 

（２） ＳＣＵの設置・運営における役割 

（保健医療調整本部） 

ア ＳＣＵ展開に必要な資機材の準備 

イ 参集したＤＭＡＴ及びＳＣＵ管理協力病院と協力してＳＣＵを設置 

ウ ＤＭＡＴが立ち上げるＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所との連携 

 

（ＤＭＡＴ） 

ア ＳＣＵ医療資機材を可能な範囲で持参 

イ 保健医療調整本部及びＳＣＵ管理協力病院と協力してＳＣＵを設置 

ウ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所の立ち上げとチームビルディング 

エ ＳＣＵ活動の実施 

 

（ＳＣＵ管理協力病院） 

ア ＳＣＵ管理協力病院は、佐賀市内又は佐賀市近隣の災害拠点病院とし、保管している

ＳＣＵ資機材の設置準備（保健医療調整本部と協力） 

イ 県及びＤＭＡＴと協力してＳＣＵを設置 

ウ 佐賀大学医学部附属病院は、佐賀県内におけるドクターヘリ基地病院として、滑走路

を必要とするような大型の航空機による広域医療搬送となるまでは、暫定ＳＣＵとして

その設置に協力する。 

  （ヘリ離発着所） 

   ・佐賀大学鍋島キャンパスグラウンド 

   ・佐賀大学医学部附属病院ヘリポート 
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４ 広域医療搬送実施の流れ 

（１） 広域医療搬送の発動 

ア 医療機関からの情報収集等で、保健医療調整本部で広域医療搬送の必要性を確認 

イ 県災対本部から、国（内閣府）へ広域医療搬送の実施を要請 

ウ 国において広域医療搬送の実施が決定（国から決定の連絡があります。） 

 

（２） 広域医療搬送の準備 

ア 被災地域内の災害拠点病院等において広域医療搬送適用患者を選定し、ＳＣＵへの搬

送準備 

イ 被災県が航空搬送拠点内にＳＣＵを設置 

ウ ＤＭＡＴによるＳＣＵへの広域医療搬送適用患者の受け入れ準備 

 

（３） 広域医療搬送の計画 

ア 国が広域医療搬送計画を策定し被災県へ提示 

（ｱ）予定離発着時刻 

（ｲ）経 路： どのＳＣＵからどの県外の航空搬送拠点へ 

（ｳ）搬送手段： C-1（輸送機）、C130（輸送機）、CH47（大型ヘリ）等 
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※航空機運航の追加決定あり 

 

イ 被災県が地域医療搬送（域内搬送）計画を策定し提示（国の広域医療搬送計画を踏ま

えて作成） 

（ｱ）予定離発着時刻 

（ｲ）経 路： どの災害拠点病院からどのＳＣＵへ 

（ｳ）搬送手段： 救急車、ヘリコプター（消防、自衛隊、ドクターヘリ等）等 

※災害拠点病院等での広域医療搬送適用患者の選定に合わせて追加決定あり 

 

（４） 広域医療搬送の実施 

ア 県が地域医療搬送計画に基づき、災害拠点病院等からＳＣＵへの広域医療搬送患者を

搬送 

イ ＤＭＡＴと県によるＳＣＵ活動 

ウ 自衛隊機によるＳＣＵから県外の航空搬送拠点への搬送 

エ 国による県外の航空搬送拠点での搬送先病院の決定及び搬送 
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１ ＥＭＩＳの概要 

（１） ＥＭＩＳとは 

ア ＥＭＩＳとは、国（厚生労働省）が運用している「広域災害救急医療情報システム

（Emergency Medical Information System）」のことで、災害発生時に、各医療機関の
情報入力又は都道府県による代行入力により、被災した都道府県を越えて各医療機関の

被災状況や患者受入状況などの災害医療に関わる情報を共有し、被災地域での迅速かつ

適切な医療救護活動のための各種情報を集約し提供していくためのシステムです。 

〔http://www.wds.emis.go.jp/〕 

 

イ また、ＤＭＡＴの派遣要請、活動状況（出動、移動、活動、撤収等）について一元的

に管理を行い、その情報を関係者間で共有するＤＭＡＴ管理機能、医療搬送患者の情報、

搬送航空機等の管理を行い、搬送先である被災地外の医療機関、ＤＭＡＴ等と情報共有

する医療搬送患者管理機能があります。 

 

ウ さらに、ＤＭＡＴが急性期に避難所の状況調査（アセスメント）を実施することを想

定した機能、救護所の患者情報等を共有する機能、亜急性期以降の医療チームの活動状

況を共有する機能などが備えられています。 

 

エ ＥＭＩＳの具体的操作については、ＥＭＩＳ上にも掲載されている、「操作説明書」

をダウンロードしてご覧ください。 

 

（関係者メニューへのログイン可能機関） 

○医務課 

○消防防災課、障害福祉課、健康増進課、薬務課 

○各保健福祉事務所 

○災害拠点病院 

○二次救急病院 

○その他有床医療機関 

○各医師会、各歯科医師会 

○各消防本部 

  ○日赤佐賀県支部、血液センター 

 

 ※平成31年1月時点において、ＥＭＩＳの機能拡充を国（厚生労働省）が計画しています。 
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（２） 関係者メニューへのログイン方法 

（注）メニューへログインするための機関コード、パスワードは、関係機関が登録時に医

務課からお知らせしているものです。 

 

① ＥＭＩＳのトップ画面で「災害関係者ログイン」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「機関コード」、「パスワード」、「所属（都道府県名）」を入力してログイン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「所属」を「佐賀県」にしてログイン

をクリックします。 
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２ 災害時の運用 

（１） 運用の切り替え 

医務課が災害運用への切り替えを行います。 

災害運用へ切り替えた旨を登録機関へ伝達します。 

 

（２） 医療機関内状況の入力 

①「緊急時入力」を行います。 
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【緊急時入力画面】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「詳細入力」を行います。 

ある程度、医療機関内の状況が把握できた頃に具体的な被災状況、医療提供体制の実

績等を入力します。全項目を一度に入力する必要は無く、状況が判明次第、その都度、

入力を実施してください。（数字は半角。） 
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（３） 医療機関の状況の閲覧 

 
①  医療機関状況の閲覧・出力 

 

関係者メニューの「災害共通」、「医療機関等・支援状況モニター」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索条件で「佐賀県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。 
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（４） ＤＭＡＴの活動状況の閲覧 

 

関係者メニューの「災害共通」、「活動状況モニター」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索条件で「佐賀県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。 
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（５） 医療搬送（ＭＡＴＴＳ） 

 

ア 広域医療搬送を行う場合、被災地域内から搬送される広域医療搬送適用患者の情報を

被災地域内のＳＣＵから県外の航空搬送拠点を経由し、最終受け入れ病院まで、逐次入

力、更新、閲覧できるようにします。 
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②  医療搬送患者の登録 
・広域医療搬送の患者登録は、被災地域内のＳＣＵにおいて、ＤＭＡＴのＳＣＵ担当者

が実施します。 

・被災地域外の航空搬送拠点及び最終受入病院は、搬送適用患者の状況の登録を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ＤＭＡＴ事務局が、搬送で使用する航空機の情報を登録します。併せて出発日時や離

発着するＳＣＵ等を登録します。 

 

ウ ＳＣＵでは、航空機への搬送適用患者を登録し、搭乗者名簿も作成します。その他、

航空機状況の更新を行います。 

 

① 関係者メニューの「災害共通」、「搭乗者名簿作成」をクリックします。 
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② 条件を設定して、「検索」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 搭乗者名簿を作成したい航空機を選択します。 
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④ 搭乗者名簿更新画面で必要事項を入力し、「更新」をクリックします。 

患者情報の更新、削除等も同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「災害共通」のメニューから、広域医療搬送適用患者の状況を、保健医療調整本部、厚

生労働省等の関係機関が閲覧できます。 
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１ 調査の必要性 

（１） 目的 

ア 災害が発生すると避難所に多くの避難者が集まりますが、東日本大震災では、特に津

波被害のあった地域で行政機関も大きな被害を受け、避難者の所在や医療ニーズ等情報

が伝わらず、結果として医療救護活動の開始が遅れ、避難者の健康状態が悪化してしま

ったことが報告されました。また、平成28年熊本地震でも、アセスメントシートが統一

されていなかったため、避難所の医療ニーズ調査において混乱が生じたとのことです。

今後の災害にあっても同様のことが考えられますので、医療チームの医療支援を必要と

している場所に早期に派遣するため、避難者の怪我や健康の状態を速やかに調査する必

要があります。 

 

イ この調査は、あらかじめ指定していた避難所（指定避難所）以外の、自然発生的にで

きた避難所や在宅で孤立している地区についても可能な限り行います。 

 

（２） 調査の実施主体 

ア 市町災害対策本部は、発災後、速やかに避難所等の状況調査を行い、医療などのニー

ズを把握します。 

 

イ 市町が福祉避難所として指定する社会福祉施設等の既存の施設においては、市町担当

者が必要な医療ニーズをとりまとめ、市町災害対策本部に連絡します。 

 

ウ 市町が被災などにより医療ニーズの調査を行えない場合には、現地保健医療調整本部

に調査の代行を要請します。要請を受けた現地保健医療調整本部は、参集する医療チー

ムや災害拠点病院等と調整し、調査を実施します。調査の実施にあたっては、市町は可

能な限り、避難所が設置されている、又はされていることが予想される場所へ調査チー

ムを案内する等の協力を行います。 

 

（３） 調査の方法 

（調査様式） 

ア 調査項目は、避難所の名称、リーダーの氏名、医療救護の提供体制、水、電気などの

ライフライン、簡単な衛生状態、負傷者、疾病による症状や発熱等の体調変化を訴える

患者のほか、小児科や精神科、産婦人科、歯科等の特に医療面のケアが必要な患者の概

数等です。 

 

イ 調査は、「避難所情報 日報」（様式８-１）、「健康相談票」（様式８-２）を使用して行います。 
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ウ 詳細な情報よりも医療チームの派遣に必要な医療ニーズの概略を速やかに把握するこ

とが目的ですので、個々の調査に時間をかけすぎないように留意します。福祉避難所の

取りまとめもこれに準拠して行います。 

 

エ 避難所の調査については、ＥＭＩＳの「避難所状況入力」の機能を用いることも可能

です。この機能は、ＤＭＡＴ等が避難所において収集した情報を、ＥＭＩＳにより入力

することができます。 

 

（調査の取りまとめと関係機関との連携） 

オ 市町災害対策本部（調査を代行する場合は、現地保健医療調整本部）は、調査をもと

に避難所ごとの状況をエクセルファイル等に取りまとめ関係機関と情報を共有します。そ

の上で、避難所ごとに医療救護活動の必要の程度及び種類を把握し、現地保健医療調整本

部の協力を得て避難所に対する医療救護を調整するほか、地元医師会等にも共通様式１-

４により支援を要請します。 

 

カ ライフラインの途絶など調査の中で判明した、医療救護以外のニーズや避難所の状況

については、それぞれの対策を所管する部署に伝達します。 

 

キ 避難者の健康調査は、市町の保健担当部署が外部からの保健支援チームの協力を得て、

被災後速やかに実施します。医療救護活動と保健・衛生活動とは密接な関わりがありま

すので、必要に応じて調査に同行するなど協力して実施します。また、調査の結果は相互に

共有します。 

 

（４） 避難所等での医療救護 

ア 市町災害対策本部は、調査の結果を受けて現地保健医療調整本部に対し、地元医師会等

による医療救護活動の実施を依頼します。明らかに地元医師会及び地域薬剤師会の医療

スタッフが不足すると判断する場合は、市町災害対策本部が現地保健医療調整本部に共

通様式１-４により支援を要請します。 

 

イ 現地保健医療調整本部が調査を代行した場合、現地保健医療調整本部の地域災害医療

コーディネーター又は地域災害薬事コーディネーターは、派遣する医療救護チームにつ

いて、保健福祉事務所、地元医師会、地域薬剤師会及び保健医療調整本部の県災害医療

コーディネーターや県災害薬事コーディネーターと調整します。 

 

ウ 保健医療調整本部の県災害医療コーディネーター及び県災害薬事コーディネーターは、

現地健医療調整本部から共通様式１-４により要請があった場合は、参集する医療チームの

派遣を調整します。 

 

エ  避難所での医療救護活動は長期に渡り、また多数多職種の医療チームによる活動が行
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われるため、市町災害対策本部と現地保健医療調整本部は、それぞれの活動拠点となる

場所で、その日の活動報告及びそれに対する評価、次の日の活動方針などについて意見

交換や調整が行われるよう配慮します。 
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２ 様式 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動日 記載者（所属・職名）

風呂 　

様式10－１①

避難所　日報
（共通様式）
避難所活動の目的：

不良・普・良

年　　月　　日

避

難

所

の

概

況

市町村名 所在地（都道府県名、市町村名） 避難者数

避難所名

スペース密度 過密・適度・余裕 １人当たり専有面積 ㎡くらい 施設の概要図（屋内・外の施設、連絡系

統などを含む）交通機関（避難所と外との交通手段）

人 （昼：　　人　夜：　　　人）
電話 FAX 施設の広さ

メールアドレス

自主組織 　　有（　　　　　　　）・無

外部支援
    有（チーム数：　　、人数：　　人）・無

　　有の場合、職種（　　　　　　　　　　　　）

ボランティア
    有（チーム数：　　、人数：　　人）・無

管理統括・代表者の情報

氏名（立場）

その他

連絡体制/指揮命令系統

対応

環
境
的
側
面

ライフライ

ン

電気 普通　・　開通　・　予定（　　　　　　　）

ガス

避難者への情報伝達手段（黒板・掲示

版・マイク・チラシ配布など）　　有の場合、職種（　　　　　　　　　　　　）

医療の提供状況

救護所 有　・　無 巡回診療 有　・　無
地域の医師との連携 有　・　無

組
織
や
活
動

普通　・　開通　・　予定（　　　　　　　）

水道 普通　・　開通　・　予定（　　　　　　　）

飲料水

現在の状況

携帯電話 普通　・　開通　・　予定（　　　　　　　）

設備状況と

衛生面

洗濯機 無　・　有（使用可　・　使用不可）

くみ取り 無・有

無　・　有 （清掃状況：　　　　　　　）

証明 無　・　有（使用可　・　使用不可）

調理設備 無　・　有（使用可　・　使用不可）

トイレ

使用可　・　使用不可（　　　箇所）

下水

・公衆衛生的立場から避難所での住民の生活を予測し、予測される問題と当面の解決方法、今後の課題と対策を検討する。

食事の供

給

１日の食事回数 １回　・　２回　・　３回　

炊き出し 無・有 残品処理 不適　・　適

寝具乾燥対策 無・有

ペット対策 無・有 ペットの収容場所 無・有

ゴミ収集場所 無・有

冷蔵庫 無　・　有（使用可　・　使用不可）

冷暖房

喫煙所 無　・　有 （分煙　　　　無　・　有　）

・個人や家族が被災による健康レベルの低下をできるだけ防ぐための生活行動が取れるよう援助する。

生活環境

の衛生面

清掃状況 床の清掃 無　・　有

不適　・　適

寝具 無・有

無　・　有（使用可　・　使用不可）

手洗い場 無・有

履き替え 無　・　有

換気・温度・湿度等　空調管理 不適　・　適

粉塵 無・有 生活騒音

無　・　有

清掃 不良　・　普　・　良

普通　・　開通　・　予定（　　　　　　　）

固定電話 普通　・　開通　・　予定（　　　　　　　）
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避難所避難者の状況　日報

様式10－１②

（共通様式）
避難所活動の目的：

市町村名 活動日 記載者（所属・職名）

避難所名 　年　　　月　　　日

本日の状態 対応・特記事項

・公衆衛生的立場から避難所での住民の生活を予測し、予測される問題と当面の解決方法、今後の課題と対策を検討する。

・個人や家族が被災による健康レベルの低下をできるだけ防ぐための生活行動が取れるよう援助する。

配

慮

を

要

す

る

人

高齢者 人
うち７５歳以上 人 配慮を要する

人の全体像
要援護者数

人

産婦 人 うち認知障害 人

人

うち要介護認定者数 人 うち全介助 人

妊婦 人 うち妊婦健診受診困難者数 人 うち一部介助

乳児 人 外国人 人

幼児・児童 人

うち身体障害児 人 食事への配慮

を要する人
人

うち知的障害児 人

うち発達障害児 人

難病患者 人

在宅酸素療養者

障害者 人

うち身体障害者 人

うち知的障害者 人

うち精神障害者 人

うち発達障害者 人

対応・特記事項

うち糖尿病治療薬 人

うち向精神薬

人

人工透析者 人

アレルギー疾患児 人 （食物　　　　　　人）

人

人 人 人

人 人 人

人 人

不安 人 人 人

人

服

薬

者

数 服薬者 人

うち高血圧治療薬 人

専門的医療

ニーズ
◎有（緊急）・○有（≠緊急）・×無

外傷 人 人 人 人 小児疾患 ◎有（緊急）・○有（≠緊急）・×無

有
症
状
者
数

人数の把握 総数
うち乳児・

幼児
うち妊婦 うち高齢者

感

染

症

症

状

下痢 人 人 精神疾患 ◎有（緊急）・○有（≠緊急）・×無

嘔吐 人 人 人 人

咳 人 人 人 人 対応・特記事項

周産期 ◎有（緊急）・○有（≠緊急）・×無

発熱 人 人 人 人 歯科 ◎有（緊急）・○有（≠緊急）・×無

人 人

ま
と
め

　全体に対応した内容

　課題（アセスメント）/引き継ぎ事項

　災害対策本部に求めること

防
衛
的
側
面

食中毒用症状

（下痢、嘔吐などの動向）

風用症状

（咳・発熱などの動向）

感染症症状、その他

食欲不振

そ

の

他

便秘 人 人 人

人 人 人 人

頭痛

人

歯の痛み 人 人 人

人

人

不眠 人 人

人

義歯の不具合
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①現住所

なし・あり（中断　・　継続）　内服薬名（　　　　　　　　　　　　　　）

（必要器具等）

心疾患、肝疾患、

腎疾患、精神疾患、

結核、難病、

アレルギー、その他

（　　　　　）

高血圧、脳血管疾患、

高脂血症、糖尿病、

心疾患、肝疾患、

腎疾患、精神疾患、

結核、難病、

アレルギー、その他

（　　　　　）

様式10－２

健康相談表（共通様式）

初回・（　　　）回

・療育手帳（　　　　　　　　級）

・精神保健福祉手帳（　　級）

・その他護保険（介護度　　　　）

・身体障害者手帳（　　　　　　級）

・介護保険（介護度　　　　）

方法 対象者 担当者（自治体名）

・面接　・訪問 乳児　幼児

・電話 妊婦　産婦　高齢者 相談日 年　月　日

保管先 ・その他 障害者 時間

（　　　　　　　　） その他 場所

基

本

的

な

状

況

氏名（フリガナ） 性別 生年月日 年齢

連絡先

男・女 M・T・S・H　　年　　月　　日 歳

被災前住所 連絡先 避難場所

情報源、把握の契機/相談者がいる場合、本人との関係・連絡先 家族問題あり（　　　　　　　　　）

被災の状況

制度の利用状況

②新住所 連絡先 家族状況

独居・高齢者独居・高齢者のみ世帯

家に帰れない理由

身

体

的
・

精

神

的

な

状

況

既往歴 現在治療中の病気 内服薬

医療器材・器具 医療機関名

在宅医療　・　人工透析

あり　内容（　　　　　　　　） 高血圧：

　　   水分（　　　　　　　　　） 小血圧：

現在の状態（自覚症状ごとに発症時期・持続・転帰を記載） 具体的自覚症状（参考）

被災前：

その他（　　　　　　　　　　） 被災後：

食事制限

なし 血圧測定値

①頭痛・頭重②不眠③倦怠感④吐き気⑤めまい

⑥動機・息切れ⑦肩こり⑧目の症状⑨咽頭の症

状⑩発熱⑪便秘/下痢⑫食欲⑬体重減少⑭精神

運動減退/空虚感/不満足/決断力低下/焦燥感/

ゆううつ/精神運動興奮/希望喪失/悲哀感/⑮食

べにくい/むせや咳き込み/口の渇き/入れ歯の不

具合⑯その他

高血圧、脳血管疾患、

高脂血症、糖尿病、

全介助

自宅倒壊・ライフライン不通・避難勧告・精神的要因（恐怖など）

その他（　　　　　　　　）

食事 保清 衣類の着脱 排泄 意思疎通 判断力・記憶 その他

自立

一部介助

個

別

相

談

活

動

相談内容 支援内容

今後の支援方針

解決

継続

備考

日

常

生

活

状

況
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区分 区分 区分 区分

医療従事者等派遣　　要請書

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

現地保健医療調整本部派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

　月　　日～　　　　月　　日

市町村派遣人員
派遣場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

医療従事者等派遣　応諾連絡所

担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

必要人員
活動場所

医師 歯科医師 薬剤師 看護師 その他医療職 事務職員

担当者 担当者 担当者 担当者

参集場所 備考

共通様式１－４

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者要請
要請 要請

連絡 連絡連絡
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１ 目的 

（１） 必要性 

ア 避難所や福祉避難所などでの診療や投薬などを実施した場合、診療記録があいまいに

なりがちで、また、患者自身が居所を移動することなどで事後の診療の際にこれまでの

治療歴がわからないなどの課題があります。 

 

イ このため、これらの場所における医療活動では、通常の診療録（カルテ）に代わり次

の「災害診療記録」（様式11-１）を使用します。 

 

ウ なお、災害現場や救護所での診療については、トリアージタッグを治療履歴の記録と

後方病院への申し送りに利用します。 

 

（２） 災害診療記録 

ア 災害診療記録は、避難所や福祉避難所等で医療チームなどが診療を行う場合に使用し

ます。 

 

イ 医療チームは治療終了後、当該診療記録の記載事項を転写（コピー、写真撮影等）又

は記録簿等に転記し保存するとともに、当該診療記録を患者本人に交付し、常に携行す

るよう指導します。 

 

ウ なお、災害診療記録の使用は通常の診療録（カルテ）による記録等を妨げるものでは

ありませんが、その場合も患者の避難所移動等の可能性を考慮し、必要な診療情報の患

者への交付に努めるものとします。 

 

エ 患者へ交付されなかった災害診療記録については、当該避難所等を管轄する保健福祉

事務所において、当該保健福祉事務所の責任の下で保存することとします。 

 

（３） 災害処方箋 

ア 大規模災害時には、全国から多数の医療チームの支援を受け、種々の災害処方箋の様

式が使用されることから、救護所等での円滑な調剤業務の確保に資するため、県下で使

用する災害処方箋の標準様式を様式11-２のとおりとします。 

 

（４） お薬手帳 

ア 「お薬手帳」は平時から処方された薬の名前や量、処方先などの情報を記載し、患者

自らが所持するもので、災害時には服薬内容やアレルギーの有無、副作用歴などがわか

ることから、迅速で的確な治療や処方につながります。このため、避難時も可能な限り
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携行し、受診時に医療チームに提示することが推奨されます。 

 

イ 避難所での診療等では、「災害時医療カルテ」のほか、この「お薬手帳」の自由記載

欄を活用して治療履歴を記載します。 
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《患者さんへ》 

※この「災害時医療カルテ」は、避難所や巡回診療でのあなたの診療履歴を記録するも

のです。大切に保管し、次に避難所や巡回診療で診察を受けるときにも必ず医師に見

せてください。 

 

※また、病院・診療所が復旧し、かかりつけの病院・診療所ができたら診療記録を引き継

ぎますので、このカルテは医師に渡してください。 

 

 

 

《医療救護活動にあたる医師の方へ》 

※避難所や巡回診療など通常のカルテがない場合に、この災害時医療カルテを使用し

てください（お薬手帳を持っている場合は、その自由記載欄に書いても結構です）。 

 

※２度目以降についても、後日の診断の参考となるようこのカルテに記載してください。通

常の医療機関を受診できるようになれば、このカルテを引き継ぐことになります。 

 

 

 

《一般の医療機関の医師（かかりつけ医など）の方へ》 

※このカルテを持参した患者さんのこれまでの受診履歴が記載されています。受診の際

には、これを回収・保管し、診療の参考としてください。 
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様式11－２

医療救護所等の名称・所在地

所属する医療支援チーム等の名称

処方医師氏名

連絡先(スマホ・携帯電話番号）

患
　
者

氏
　
名

男
・
女

明　・　大　・　昭　・　平　　　　　年　　　　月　　　　日　生

交付年月日 平成　　　年　　　月　　　日

調剤した医療救護所等の名

称及び所在地

災害処方箋

調剤済
年月日

平成　　　年　　　月　　　日
調剤した薬剤師

氏名
・連絡先

調剤した薬剤師の所属する

組織の名称

処方箋の使用期限 交付の日を含めて4日以内

処
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

備
　
考

患者の連絡先（スマートフォン・携帯電話番号等）
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１ 県災害医療コーディネーターの概要及び活動 

（１） 概要 

ア 災害医療コーディネーターとは、災害時に、都道府県又は保健所が保健医療活動の総

合調整を適切かつ円滑に行えるよう支援する者であり、被災地の医療ニーズの把握、保

健医療活動チームの派遣調整等を行うことを目的として、養成のための専門的な研修を

受け、都道府県により任命された者である。 

なお、小児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整については、災害時小児周産

期リエゾンの助言を参考とします。 

   また、医薬品や医療資機材の総合調整については、災害薬事コーディネーターの助言

を参考とします。 

 

イ そのうち県災害医療コーディネーターは、県域における被災地の医療ニーズの把握、

保健医療活動チームの派遣調整等を行う者であり、保健医療調整本部において、災害薬

事コーディネーターの協力のもと保健医療調整本部長を補佐し、専ら医療需要へ対応す

る保健医療活動チーム及び医療資機材の医療圏ごとへの派遣調整等を担います。 

 

ウ また、地域災害医療コーディネーターは、保健福祉事務所管内における被災地の医療

ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等を行う者であり、現地保健医療調整本

部において、地域災害薬事コーディネーターの協力のもと現地保健医療調整本部長を補

佐し、専ら医療需要へ対応する保健医療活動チーム及び医療資機材の具体的派遣先への

派遣調整等を担います。 

 

（２） 初動 

ア 保健医療調整本部が設置されたとき、県医務課は、あらかじめ定める出動要請連絡順

に基づき出動要請連絡を行う。 

  要請を受けた県災害医療コーディネーターは、出動可能な時はその旨回答し、速やか

に保健医療調整本部へ出動します。 

  出動不可能と回答があった場合、県医務課は、あらかじめ定める出動要請連絡順に基

づき次の順位の県災害医療コーディネーターへ出動要請連絡を行う。 

   なお、保健医療調整本部のＤＭＡＴ調整本部長となる統括ＤＭＡＴが県災害医療コー

ディネーターでもある場合は、県災害医療コーディネーターを兼ねることもありえます。 

 

イ 保健医療調整本部に出動後は、県内の関係機関及び県災害薬事コーディネーター、各

分野のリエゾンとも連携して被災状況及び医療資源の情報等を収集します。また、地域

災害医療コーディネーターと県内の被災状況等に関する情報を共有します。 
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（３） 主な業務内容 

ア 県が行う災害医療対策に対して医療の専門的見地からの助言を行います。 

 

イ 被災地等における医療ニーズの把握及び分析を行います。 

 

ウ ＤＭＡＴ・ＪＡＭＴ・ＤＰＡＴ等の医療チーム等の派遣要否の検討、県が行う派遣要

請の助言を行います。 

 

エ 災害急性期における傷病者の受入医療機関の調整を行います。 

 

オ 被災医療圏等への医療チーム等の派遣調整を行います。 

 

カ 県外から派遣される医療チーム等の受入調整を行います。 

 

キ その他知事が必要と認めた事項を行います。 

 

・地域災害医療コーディネーター、県災害薬事コーディネーターや関係機関と各種支援

に関する情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議

し、実施します。 

・県内で各種医療支援に関する課題が生じた場合は、これを解決するために、関係者と

の調整を行います。 

 

 

２ 地域災害医療コーディネーターの活動 

（１） 初動 

ア 現地保健医療調整本部が設置されたとき、保健福祉事務所は、あらかじめ医務課で定

める出動要請連絡順に基づき出動要請連絡を行う。 

  要請を受けた地域災害医療コーディネーターは、出動可能な時はその旨回答し、速や

かに現地保健医療調整本部へ出動します。 

  出動不可能と回答があった場合、保健福祉事務所は、あらかじめ定める出動要請連絡

順に基づき次の順位の地域災害医療コーディネーターへ出動要請連絡を行う。 

 

 イ 現地保健医療調整本部に出動後は、地域災害薬事コーディネーター等と連携して被災

状況及び医療資源の情報等を収集します。また、県災害医療コーディネーターと保健福

祉事務所管内及び県内の被災状況等に関する情報を共有します。 

 

（２） 主な業務内容 

ア 保健福祉事務所が行う災害医療対策に対して医療の専門的見地から助言を行います。 
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イ 被災地における医療ニーズの把握及び分析を行います。 

 

ウ 被災地に派遣された医療チーム及び自主的に参集した医療チーム等の配置調整を行い

ます。 

 

エ 傷病者を受け入れる医療機関の調整を行います。 

 

オ 県災害医療コーディネーターとの情報共有及び支援調整を行います。 

 

カ その他知事が必要と認めた事項を行います。 

 

・県災害医療コーディネーター、地域災害薬事コーディネーターや関係機関と各種支援

に関する情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議

し、実施します。 

・保健福祉事務所管内で各種医療支援に関する課題が生じた場合は、これを解決するた

めに、関係者との調整を行います。 
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１ 県災害薬事コーディネーターの活動 

（１） 概要 

ア 災害薬事コーディネーターとは、災害時に、県又は保健所が保健医療活動の総合調整

を適切かつ円滑に行えるよう支援する「災害医療コーディネーター」を薬学的見地から

サポートする者であり、薬剤師の派遣調整や医薬品等の供給などを行うことを目的とし

て、佐賀県により任命された者である。 

 

イ そのうち県災害薬事コーディネーターは、県域における被災地の医薬品等や薬剤師の

ニーズの把握、医薬品の供給や薬剤師の派遣調整等を行う者であり、保健医療調整本部

において、県災害医療コーディネーターを薬学的見地からサポートし、専ら薬剤師及び

医薬品等の医療圏ごとへの派遣調整等を担います。 

 

ウ また、地域災害薬事コーディネーターは、二次医療圏における薬局の稼働状況のほか

被災地の医薬品等や薬剤師のニーズの把握、医薬品の供給や薬剤師の派遣調整等を行う

者であり、現地保健医療調整本部において、地域災害医療コーディネーターを薬学的見

地からサポートし、専ら薬剤師の具体的派遣先及び医薬品等の具体的供給の調整等を担

います。 

 

（２） 初動 

ア 保健医療調整本部が設置され、県医務課による県災害医療コーディネーターの出動要

請が行われた際は、県薬務課は、あらかじめ定める出動要請連絡順に基づき出動要請連

絡を行います。 

  要請を受けた県災害薬事コーディネーターは、出動可能な時はその旨回答し、速やか

に保健医療調整本部へ出動します。 

  出動不可能と回答があった場合、県薬務課は、あらかじめ定める出動要請連絡順に基

づき次の順位の県災害薬事コーディネーターへ出動要請連絡を行います。 

 

イ 保健医療調整本部に出動後は、県内の医療機関等における医薬品や薬剤師の状況（医

務課）や県内の卸売業者における医薬品等の在庫状況や県内における活動可能な薬局や

薬剤師などの情報（薬務課）など関係機関から薬事に関する情報の収集を行います。 

また、地域災害薬事コーディネーターに対し、薬事に関する他の区域の状況や全体の

状況などの情報を提供することにより情報の共有を行います。 

 

（３） 主な業務内容 

ア 県災害医療コーディネーターに対して、薬学の専門的見地から助言を行います。 
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イ 現地保健医療調整本部及び災害拠点病院等からの医薬品等供給要請、地域災害薬事コ

ーディネーター及び保健医療調整本部が収集した県内及び全国の情報の把握及び分析を

行い、薬剤師の派遣や医薬品等の供給要請の要否検討を行います。 

 

ウ 県災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、医薬品の供給及び薬剤師の活動

に関する全県的な支援策を立案します。 

 

エ ウにより立案され、保健医療調整本部で決定した支援策（薬事関係）を薬務課のほか

現地保健医療調整本部の地域災害薬事コーディネーター及び佐賀県薬剤師会等関係機関

に速やかに報告するとともに、薬剤師の派遣、医薬品等の供給について医務課を通じて

薬務課に要請します。 

 

オ 被災医療圏等への薬剤師の派遣、医薬品の供給調整を行います。 

 

カ 県外から派遣される薬剤師及び医薬品などの受入調整を行います。 

 

キ その他知事が必要と認めた事項を行います。 

 

  ・県災害医療コーディネーター、地域災害薬事コーディネーター、佐賀県薬剤師会等

と、県内の医薬品等の供給及び薬剤師活動に関する最新の情報を共有し、状況の変

化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議し、実施します。 

 

 

２ 地域災害薬事コーディネーターの活動 

（１） 初動 

ア 現地保健医療調整本部が設置されたとき、保健福祉事務所は、あらかじめ薬務課で定

める出動要請連絡順に基づき出動要請連絡を行います。 

  要請を受けた地域災害薬事コーディネーターは、出動可能な時はその旨回答し、速や

かに現地保健医療調整本部へ出動します。 

  出動不可能と回答があった場合、保健福祉事務所は、あらかじめ定める出動要請連絡

順に基づき次の順位の地域災害医療コーディネーターへ出動要請連絡を行います。 

 

イ 現地保健医療調整本部に出動後は、現地保健医療調整本部に集められる医療機関等に

おける医薬品や薬剤師の状況のほか担当区域の地域薬剤師会等と連携し、担当区域内に

おける薬局等の被災状況など薬事に関する情報を収集します。 

また、県災害薬事コーディネーターと薬事に関する他の区域の状況や全体の状況など

の情報を共有します。 
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（２） 主な業務内容 

ア 地域災害医療コーディネーターに対して、薬学の専門的見地から助言を行います。 

 

イ 現地保健医療調整本部や担当地域の地域薬剤師会等から収集した担当区域内の薬事に

関する情報の把握分析を行い、薬剤師の派遣や医薬品等の供給要請の要否検討を行いま

す。 

 

ウ 地域災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、地域内の医薬品の供給及び薬

剤師の活動に関する支援策を立案します。 

 

エ ウにより立案され、現地保健医療調整本部で決定した支援策を保健医療調整本部の県

災害薬事コーディネーター及び地域薬剤師会等関係機関に速やかに報告します。 

また、現地保健医療調整本部の体制だけではウの支援策を実施することが困難な場合

は、現地保健医療調整本部から保健医療調整本部に支援を要請します。 

 

オ 被災地に派遣された薬剤師及び医薬品の供給調整を行います。 

 

カ その他知事が必要と認めた事項を行います。 

 

・県災害薬事コーディネーターや地域薬剤師会等と、県内の医薬品等の供給及び薬剤師

活動に関する最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係

者と協議し、実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 126 - 
 

１ 災害時小児周産期リエゾンの活動 

（１） 初動 

ア 保健医療調整本部が設置され、かつ、県が県災害医療コーディネーターとの協議を踏

まえ、必要と判断し、要請がなされた場合には、直ちに参集するよう努めます。参集が

困難な場合は、使用可能な情報伝達手段を用いて保健医療調整本部と連絡をとり、今後

の活動について調整します。 

 

イ 被災県の災害時小児周産期リエゾン等から、本県に対し、本県への搬送受入れや診療

に係る医療従事者の支援等の求めがあり、県が県災害医療コーディネーターとの協議を

踏まえ、必要と判断し、要請がなされたた場合には、直ちに参集するよう努めます。 

 

ウ 保健医療調整本部に参集後は、県災害医療コーディネーター等の関係者と連携して被

災状況及び医療資源の情報等を収集します。 

 

（２） 主な業務内容 

ア 県が行う災害時小児・周産期医療対策に対する医療の専門的見地からの助言を行いま

す。 

 

イ 被災地等における小児・周産期医療ニーズの情報収集と発信を行います。 

 

ウ 災害急性期における母体・新生児等の受入医療機関や搬送の調整を行います。 

 

エ 被災地等への医師派遣の調整を行います。 

 

オ 被災地等への支援物資の調整を行います。 

 

カ 避難所における妊婦、乳幼児への情報提供や避難所の評価を行います。 

 

キ その他知事が必要と認めた事項を行います。 
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市町からの協力要請等による広域支援として県が行う医薬品等の供給に関して、次のと

おり定めます。 

 

１ 医薬品等（医薬品、医療機器等）の供給及び薬剤師の派遣 

（１） 医薬品等の調達、供給 

ア 薬務課は、医薬品等の供給が円滑に行うことができるよう、県下の医薬品等県内の卸

売業者における医薬品等の在庫状況や他県等からの支援をうけた医薬品等のほか、県内

における活動可能な薬局に関する情報収集を行います。 

 

イ 保健医療調整本部は、県内の医療機関等における医薬品等の状況や保健福祉事務所又

は様式Ａによる災害拠点病院等からの医薬品等供給要請（医務課）や県内の薬局や卸売

業者における医薬品等の在庫状況（薬務課）をもとに、県災害医療コーディネーター及

び県災害薬事コーディネーターと協議し、その結果、医薬品等の卸業事業者による調達

が可能と判断する場合は、協定を締結している医薬品等の卸業関係団体に医薬品等の供

給要請を行うよう医務課へ指示します。 

また、県が備蓄する災害用備蓄医薬品等の供給を指示することもあります。 

 

ウ 保健医療調整本部は、県災害医療コーディネーター及び県災害薬事コーディネーター

との協議の結果、県下の医薬品等の卸業関係団体からの医薬品等の調達が不可能と判断

する場合は、国や他の都道府県等に医薬品等の供給要請を行うよう医務課に指示します。 

 

エ 医務課（総務班）は、イ及びウによる指示をうけた場合には、薬務課へ供給要請を行

います。（災害用備蓄医薬品については様式Ｂにより医務課から薬務課へ搬送指示） 

 

オ 薬務課は、エの要請に基づき、協定を締結している医薬品等の卸業関係団体や国又は

他の都道府県等に医薬品等の供給要請を行います。（災害用備蓄医薬品等を保管してい

る医薬品卸業者への搬送指示を含む） 

 

（２） 医薬品等の供給体制（薬剤師の派遣） 

ア 保健医療調整本部は、県災害医療コーディネーター及び県災害薬事コーディネーター

との協議の結果、災害拠点病院等や被災地の救護所での医薬品等の供給や避難所等での

臨時調剤所等における医薬品等の供給のほか、被災地域内において医薬品を集積、供給

する「医薬品等供給拠点」を設置する場合は、佐賀県薬剤師会に次の災害支援活動に係

る薬剤師の派遣を要請するよう医務課へ指示します。 
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(ｱ) 救護所等における調剤及び服薬指導 

(ｲ) 医療救護班、医療チームにおける使用薬剤に関する助言 

(ｳ) 救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品、医療資機材等の仕分け、管理 

(ｴ) 救護所等で使用する医薬品、医療資機材等の確保、供給 

(ｵ) その他状況に応じた措置 

 

イ 医務課（総務班）は、アによる指示をうけた場合には、薬務課へ派遣要請を行い、薬

務課は、その要請に基づき、協定を締結している佐賀県薬剤師会に対し、薬剤師の派遣

要請を行います。 

 

（３） 市町村の対応等 

ア 市町が行う医薬品等の備蓄 

市町において医薬品等の備蓄を行う場合は、当該市町において個々の医薬品等の特性

に応じた適切な保管・管理を行う必要があります。また、災害発生時に薬剤師等専門家

による適正な管理及び供給を行う体制を予め確保しておくことが望まれます。 

 

イ 県が行う医薬品等の供給に対する市町の協力 

(ｱ) 救護所や避難所を設置する市町は、県が行う医薬品等供給拠点、臨時調剤所及び医

薬品等の集積所の設置・運営、及び救護所等における医薬品等の適切な保管管理に

協力するものとします。 

 

(ｲ) 避難所を設置する市町は、医薬品等による危害発生の防止及び適正使用の観点から、

県が派遣する薬剤師と協力して避難所における医薬品等の適切な供給・保管管理に

努めるものとします。 

 

２ 輸血用血液製剤の供給 

災害発生時における輸血用血液製剤の確保、受注及び搬送等に関する供給体制の確保は、

血液センターが定める規定に基づき行うものとします。 

 

ア 医務課（総括班）は、保健福祉事務所又は災害拠点病院等から輸血用血液製剤の供給

要請を受けたときは、薬務課へ供給要請を行い、薬務課は、その要請に基づき佐賀県赤

十字血液センターに輸血用血液製剤の供給要請を行います。 

 

イ 災害時に陸路を使った通常の供給が不可能又は著しく困難な場合、もしくは血液セン

ターによる輸血用血液製剤の輸送が困難な場合は、保健医療調整本部を通じて県対策本

部に輸送手段（ヘリコプターを含む）の確保を要請します。 

 

ウ 医薬品等の供給について要請先の応諾を得たら、応諾内容を要請元に連絡します。 
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エ 薬務課は、血液センターから輸血用血液製剤の供給状況について報告を受けます。 

 

 

＜様式＞  

様式Ａ 医薬品等供給用要請書 兼 応諾連絡書 

 

様式Ｂ 災害用備蓄医薬品等搬送指示依頼書 

（医務課 ⇔ 薬務課） 

様式Ｃ 災害用備蓄医薬品等搬送指示書 

（薬務課 ⇔ 医薬品卸業者） 
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区分 区分 区分 区分

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤現地保健医療調整本部　⑥保健医療調整本部　⑦その他

⑥保健医

療調整本

部

備考

（同効薬）

(要請）　　　　　　　　　　　　　　　要請医薬品等 （応諾）　供給医薬品等

薬効分類

（3桁）
製品名 一般名 規格 数量

④

市町村

⑤現地保

健医療調

整本部

担当者 担当者 担当者 担当者

受渡し場所 備考

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 機関名 機関名 機関名

（様式Ａ）

医薬品等供給要請書　兼　応諾連絡書

■機関区分　（区分の枠に番号を記入すること）

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

要請

連絡

要請 要請

連絡 連絡
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